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第１１回総務文教常任委員会会議録 

 

１ 開会日時 平成28年10月14日（金）午前10時０分 

２ 閉会日時 平成28年10月14日（金）午後１時５分 

３ 会議場所 議会委員会室 

４ 出席委員        

       １番 佐々木雄司君   ２番 光成 良充君   ９番 松田  勲君 

      １０番 北川 勝義君  １４番 下山 哲司君  １６番 実盛 祥五君 

      １７番 金谷 文則君 

５ 欠席委員 

      な  し 

６ 説明のために出席した者 

      市    長  友實 武則君      教  育  長  杉山 高志君 

      総合政策部長  原田 昌樹君              徳光 哲也君 

      総 務 部 長  前田 正之君      財 務 部 長  直原  平君 

      教 育 次 長  奥田 智明君              正好 尚昭君 

              入矢五和夫君              荒島 正弘君 

      消防本部消防長  黒沢 仁志君              小竹森美宏君 

              遠藤 健一君      総 務 課 長  原田 光治君 

      くらし安全課長  中川 裕敏君      財 政 課 長  藤原 義昭君 

      管 財 課 長  小坂 憲広君      税 務 課 長  末本 勝則君 

      収納対策課長  土井 常男君      教育総務課長  藤井 和彦君 

      学校教育課長  石原 順子君              土井 道夫君 

      中央図書館長  三宅 康栄君              井元 官史君 

７ 事務局職員出席者 

      議会事務局長  奥田 吉男君      主    事  松尾 康平君 

８ 協議事項 １）事業の進捗状況について 

       ２）その他 

９ 議事内容 別紙のとおり        

 

  

    

                 

  

社会教育課長兼 
スポーツ振興課長 
消 防 本 部 
消防総務課長 

熊山支所長兼 
市民生活部参与 

赤坂支所長兼 
市民生活課長 
吉井支所長兼 
市民生活課長 
消防本部消防次長兼 
警 防 課 長 

まち・ひと・しごと 
創 生 課 長 

総合政策部参与兼 
秘書企画課長 
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              午前10時０分 開会 

○委員長（北川勝義君） 皆さんおはようございます。 

 ただいまから第11回の総務文教常任委員会を開催したいと思います。 

 開会に先立ち、市長より御挨拶をお願いしたいと思います。 

 その前に、きょうは執行部のほうの内田副市長のほうが公務のため欠席ということで届け出

がありましたので、御報告しておきます。 

 それでは、市長よろしくお願いします。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、友實市長。 

○市長（友實武則君） 委員の皆さんおはようございます。 

 本日はお忙しい中、第11回の総務文教常任委員会をお開きいただきましてありがとうござい

ます。本日用意しております協議案件でございますけども、事業の進捗状況、そしてその他の

項目で幾らかの議題を協議させていただこうと準備しているところでございます。協議のほう

よろしくお願い申し上げまして、御挨拶にかえさせていただきます。お願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。 

 それでは、これから協議事項に入りたいと思います。 

 協議事項も各部ごとでやらせていただきたいと思い、皆さんよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、総合政策部のほうから説明を願いたいと思います。 

 質問につきましては、一括で皆受けたいと思うんですけど、どうでしょうか。一つずつしま

しょうか、それとも。部でしましょうか……。 

○委員（実盛祥五君） 一括でええよ。 

○委員長（北川勝義君） いや、どっちがええ。 

○委員（実盛祥五君） 一括でええよ。 

○委員（下山哲司君） そりゃ一つずつ。 

○委員長（北川勝義君） 部ごとのほうがええか。 

 ほな、一応執行部で説明、総合政策部なら政策部で説明していただいて、それで質問させて

いただいて、それから次に総務部へ移るというようなやり方をさせていただきますんで、皆さ

んそれでよろしくお願いします。 

 それでよろしいね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、総合政策部のほうから説明願いたいと思います。 

○総合政策部参与兼秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 
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○委員長（北川勝義君） はい、徳光参与。 

○総合政策部参与兼秘書企画課長（徳光哲也君） それでは、総合政策部の委員会資料をごら

んください。 

 まず、秘書企画課からの御報告でございます。 

 １点目は、旧備作高校跡地の活用ということでございます。 

 さきの定例会におきまして、土地の取得あるいは関係の補正予算、御決定をいただきまして

ありがとうございます。つきましては、今後具体的に公募等を行いまして、活用を図っていき

たいということでございます。 

 １ページをおはぐりいただきまして、まず本年４月の旧備作高校跡地活用方針によりまし

て、これまでも委員会のほう、議会のほうで説明を申し上げてまいりました。先ほども言いま

したように、９月議会におきまして土地取得の議案並びに関係補正予算を議決いただいたとこ

ろでございます。 

 まず、提案を受けるに際しまして、基本的な考え方でございます。 

 １点目は、地域に開放された特色のある教育施設として活用する案を募集いたします。 

 ２点目といたしましては、事業主体は公共的団体であること。 

 ３点目といたしまして、応募に必要な費用等は応募者の負担でお願いをし、あるいは施設の

開設、あるいは運営に各必要な費用につきましても事業者の負担ということといたしておりま

す。 

 提案の内容ですけども、４点ほど大きく分けさせていただいております。 

 まず１点目は、教育施設として地域に貢献すること。 

 ２点目といたしまして、地域と交流するものであること。 

 ３点目といたしまして、教育を初めとする各種施策に協力し、赤磐市に対し貢献をするこ

と。 

 ４点目といたしまして、災害発生時における地域住民の避難場所等として協力することとい

うことを挙げさせていただいております。 

 大きい２番といたしまして、施設の概要でございます。 

 これまでも、議会、委員会で報告をさせていただきましたとおりでございますので、ここの

部分は割愛をさせていただきます。 

 それから、３点目でございます。大きい３番としまして、貸付方針でございます。 

 基本的には、建物につきましては事業者に対しまして無償貸し付けということと考えており

ます。土地につきましては有償貸し付けを原則といたしておりますけども、以下に掲げており

ます４点につきましてすぐれた提案をいただいた場合には、免除等を考慮したいというふうに

考えております。 

 基本的な考え方あるいは提案の内容と重複いたしますけども、まず１点目としまして、教育
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施設として市内の児童・生徒の学力向上、市民の生涯学習の充実等に有益な事業を行いまして

地域に貢献をすることと、そういったすぐれた企画提案であること。 

 あるいは、２番目としまして、地域と交流するためのすぐれた企画提案があること。 

 ３点目といたしまして、教育を初めとする赤磐市の各施策に協力して、赤磐市に貢献するす

ぐれた企画提案があること。 

 ４点目といたしまして、施設の一部を災害発生時等における地域住民の避難場所等として用

いるということができるように管理すること等々を考慮いたしまして、貸付料の減免等を考慮

いたしたいと思います。 

 (2)番としまして、貸付期間でございますが、基本的には10年以上ということで、希望する

期間につきましては協議をいたしたいと思っております。 

 それから、(3)番といたしまして、物件の整備等でございますが、土地、建物を引き渡した

後につきましては、施設整備管理等については原則事業者で負担をお願いしたいと思っており

ます。 

 大きい４番としまして、今後のスケジュール、予定でございますけども、今後10月17日から

募集要項の公表、あるいは配付等をいたしたいと思います。あわせて質問を受け付けたいとい

うことでございまして、10月25日は事業希望者の現地説明を行いたいというふうに思っており

ます。これは、基本的には必須といたしたいと思っております。その後、質問事項の回答を行

った後に応募をいただく、応募図書の受け付けを来月11月４日まで受け付けをしたいと思って

おります。その後、プレゼンテーションであるとかヒアリング等を実施いたしまして、11月の

中旬には事業者の決定を見ていきたいというふうに考えております。 

 なお、土地、建物の引き渡しにつきましては、市のほうで行います修繕工事が完了後という

ふうに考えておりますけども、提案にありました中で開業準備等に必要な場合には、応募者と

協議をしていきたいというふうに考えております。 

 備作高校の跡地の活用につきましては以上でございます。 

 続きまして、３ページになりますが、地質学講座２「秋の露頭観察会」の開催についてでご

ざいます。 

 これにつきましても、これまでの経緯、あるいは協定後の活動につきまして記載をいたして

おりますが、上段部分につきましてはこれまでも御説明申し上げましたので省略をさせていた

だきまして、去る８月21日に中央公民館におきまして地質学講座１ということで「赤磐市域の

地質の成り立ち」ということで講演会を開催をいたしたところでございます。これにつきまし

ては、約120名の方の御参加をいただいております。 

 その場でも御案内を差し上げましたけども、地質学講座２ということで「秋の露頭観察会」

を開催をいたしたいと思っております。 

 詳細につきましては、チラシにつきましては右の４ページのほうに記載をいたしているとお
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りでございますけども、市内に点在する貴重な地質遺産のうち、約３億年前の海底岩石である

とか3,500万年前の河川跡などが見られるところを実際に露頭観察会を行いたいと考えており

ます。 

 講師につきましては、主催団体であります特定非営利活動法人地球年代学ネットワークの先

生方にお願いをし、できるだけわかりやすい解説をしていただきたいと思っております。 

 日時につきましては、チラシにございますように10月29日、募集人員は25名ということで実

施をいたしたいというふうに思っております。 

 これにつきましては、簡単でございますが以上でございます。 

 続きまして、３点目の赤磐市広域路線バス（赤磐・和気線）の今後の運行につきましてとい

うことでございます。 

 資料のほうは５ページをごらんください。 

 これにつきましては、昨年の10月から旧備前片鉄バスの廃止に伴う代替手段として緊急に運

行を開始いたしました。これにつきましては、来年の３月31日までの運行ということに現在な

っております。 

 これまでの利用状況でございますが、表にありますとおり、前半、昨年の10月から本年の３

月まで145日運行いたしまして、約2,000人弱の輸送をいたしております。１便当たりが

1.9人、１日当たり13.3人という御利用でございまして、後半の本年の４月からこの９月まで

の運行につきましても、ほぼ輸送密度等につきましては同様で推移をしている状況でございま

す。 

 また、７月５日と９日、２日のみなんですけども、実際に乗降調査ということで、利用者の

方にお話をお伺いさせていただいたところでございます。平日の火曜日は20人、土曜日は３人

ということで、その下にまた表を挙げさせていただいておりますけども、周匝発和気行きにお

きましては、午前中の便、それから和気発周匝行きは午後の便の御利用ということでございま

す。 

 主な利用目的でございますけども、高校に行かれる方がこの日の場合は１人、病院に行かれ

てる方が８人、通勤で利用されてる方が４人、その他和気駅等へ行かれておられる方が10人と

いうふうな状況でございまして、括弧の中には赤磐市のみの利用者の方の人数を入れさせてい

ただいております。少し表がこまくなりますけども、右の６ページのほうには実際の乗車をし

た場所、降車した場所を矢印で示させていただいておりますので、御参考にしていただければ

と思います。先ほど申しましたように、周匝発の場合には１便あるいは２便の利用がありまし

て、帰りが午後の便ということでございます。 

 今後の対応につきましてでございますけども、実際に乗降調査をした結果、高校生あるいは

病院という方が多うございまして、利用者の方についてはほかに代替手段がない方がほとんど

でございました。 
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 したがいまして、今後当分の間、同様の運行を続けていきたいというふうに考えておりま

す。したがいまして、４月からの運行ということでありますれば、この12月の議会のほうに債

務負担行為等の協議をお願いをしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

したいと思います。 

 秘書企画課からは以上でございます。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） それでは、引き続きましてまち・ひと・しご

と創生課のほうのお話をさせていただきます。 

 資料は、引き続きまして７ページ、横向きで恐縮でございますが、これはチラシの案をつけ

させていただいております。 

 市のほうでは、県外から市内への移住を検討されている方のおためし住宅を整備をしておる

ところでございます。平成28年11月開設予定ということで現在準備を進めております。 

 この物件でございますが、これは市の空き家バンクのほうへ登録をしていただいておりまし

た民間の賃貸物件でございまして、桜が丘西７丁目の梶原歯科医院の近くにございます。間取

りは２ＬＤＫでございます。 

 対象の方は、先ほど申し上げましたように、県外に住まれて赤磐市への移住を検討していら

っしゃる方ということでございます。 

 利用期間につきましては、８日から90日を予定しております。 

 使用料につきましては、１世帯１日1,500円で光熱水費も含むように予定しております。 

 なお、なぜ８日からということになっておるかということでございますが、先般御紹介させ

ていただきました、現在７日以内のおためし暮らしにつきましては、産業振興部所管の赤坂適

塾をお借りしておりまして、短期間の御利用についてはそこを御利用いただいておりまして、

これにつきましては１日2,000円ということで使わせていただいております。 

 本年７月の利用開始以来、適塾のほうでおためし暮らしとしての利用件数は６件御利用いた

だいております。 

 続きまして、おめくりいただきまして、チラシが３枚ございます。これがその他ということ

で、婚活の関係でございますが、11月にいろいろとイベントを予定しております。 

 まず、11月の、日にちが前後するんですけども、市のかかわりの順番でお話をさせていただ

きますと、最初にありますのが赤磐ときめきツアーということで、11月12日に行います。これ

は赤磐市の単独事業でございます。地方創生の交付金を活用して行わせていただきます。サッ

ポロビール岡山ワイナリーとドイツの森で、男女各20名ということで現在募集をしておりま

す。 

 現時点で、男性が10名、女性がもう20名の申し込みをいただいております。 
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 １枚おはぐりいただきまして、続きましては、片鉄ロマン街道出会いときめきプチウオーキ

ングというイベントでございます。 

 こちらにつきましては、主催が片上鉄道沿線地域活性化対策協議会ということで、備前市さ

ん、和気町さん、美咲町さんと共同で片鉄沿線の事業ということで、11月23日にウオーキング

で出会いの場ということなんで、沿線をずっと歩くっていうのは大変でございますので、協議

の結果、２キロ程度歩きます。 

 １枚おはぐりいただきまして、最後のイベントにつきましては、日にちが前後しますが、

11月６日に備前市佐山のフルーツパークびぜんで行います秋の味覚ｄｅ交流会というイベント

でございます。こちらのほうは、備前にございますＮＰＯさんのほうが実施し、備前県民局の

補助事業で、備前市さん、瀬戸内市さん、和気町さんと赤磐市のほうが一緒に参加をするとい

うことで、夏にも野菜収穫の同様の事業をやりまして、大変盛況でございました。今回は、稲

刈り体験などを行う予定でございます。 

 イベントの紹介は以上でございます。 

 総合政策部は以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 執行部からの説明が終わりました。 

 委員の皆さん何か質疑ありませんか。 

○副委員長（佐々木雄司君） なければ、私のほうから。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） おはようございます。 

 まち・ひと・しごと創生課のほうにお尋ねするんですが、このまずおためし住宅に関してで

すけども、これは桜が丘西７丁目の２ＬＤＫの物件というのは、たしか赤磐市の不動産情報に

載っている物件だと思うんですが、賃料が７万8,000円というようなたしか賃料がついていた

と思うんです。これを１日1,500円で30日にしましたら４万5,000円になると思うんですが、差

額の３万3,000円、ここら辺のところというのは家主さんは御了解いただいているんでしょう

か。当然ながらそこに人が入ると、賃貸としてお出しになられていらっしゃる限りは、どなた

かお入りになりたいということになったらお掃除しなければいけないと。どこか壊れているよ

うなところがあれば直して出さなければいけないというような、そういうものもあると思うん

です。そこら辺のそのことが発生した場合、どういった処理をするのか。そこら辺は何か具体

的に決まってるんでしょうか。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 委員おっしゃるとおり、市の空き家バンクに

出していただいとったのが７万8,000円、８万円か、ちょっとだったと思うんです。 

○副委員長（佐々木雄司君） ８万7,000円だったと思います、ごめんなさい、ごめんなさ
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い、はい。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） ８万円だったと思う。８万円で、この物件を

お借りするに当たり、市のほうで、実はこういうお試しで移住対策に取り組みをしたいんです

ということで所有者の方と相談をさせていただきましたところ、幾らかそういうことでしたら

協力をしますということで、実は６万5,000円でお借りをすることができることになりまし

た。ですので、おっしゃられる幾らかの差額、フルにお借りいただくとすると２万円ほどの差

額が生じますので、これにつきましては地方創生の交付金を活用させていただきまして、基本

的に市のほうで負担をし、移住を検討されている方に少しでもお安く体験をしていただきたい

というふうに考えてございます。 

 それから、先ほど御心配をいただいておりました物件の修繕等につきましても、一旦赤磐市

がお借りをするということになりますので、そのあたりはこちらのほうで対応する。もちろ

ん、移住体験をされる方の責めに帰するような事項がございましたら、それはそういうふうに

対処をして、利用される方とその内容によって協議をさせていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） おためし住宅というようなものに関しては、以前からおやりに

なりたいというような考え方があったので、御協力いただけるようなところをお探しになられ

たんだと思うんですが、どの程度お探しになられたんでしょうか。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） これまで区長会のほうで空き家の御紹介をい

ただくようなお願いをしたり、ようなことで、幾らかの、もちろん市の所有している物件も有

効に活用できないかということで、そういうことも含めて検討させていただいた結果、実はこ

の物件は新古住宅なんです。建てられてから入居をされていないので、大変、こちらがお借り

するに当たってとりあえず手がかからないというところもございました。それから、もちろん

適塾を利用させていただく中で、公共交通を使って移動される方が多うございまして、そうい

うあたりの面も少し考えましたところ、この物件で御相談をさせていただいて、町内会のほう

にもお話をさせていただきまして、少し入れかわり立ちかわりみたいなことになることも想定

されるんですっていうことで御了解をいただきまして、それはもう全然構いませんよというこ

とで自治会としても御了解をいただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（佐々木雄司君） いいですか。 
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○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） まず、視点がずれてませんかっていうようなところを厳しく御

指摘させてもらいたいと思うんです。 

 今、山陽団地には130件を超える空き家がありまして、地域の１丁目から５丁目までの町内

会長のほうから、この空き家対策を何とかしてほしいということは議会の中でも再三出てます

し、直接市役所のほうにも市長のほうにも申し入れを行われていることであります。そういう

中で、132件これを何とか町内会のほうでしてほしいという御要望がある中で、市のほうとし

てそれを承知していながら、区長会だとか町内会のほうにこういった協力をしてくださる方々

の、おためし住宅として協力してくださる方の情報を下さいというのは、私は状況が違うんで

はないかなと、視点が違うんじゃないかなと思うんです。というのが、町内会はかかわってな

い方ですから、空き家の方というのは基本的に。そういうかかわってないところの部分で、町

内会にかかわっている空き家の数というのは非常に少ないわけです。その少ないところを視野

にして、そこのところをお仕事の場にされるというのは、違うんじゃないんですか。むしろ、

こういったおためし住宅をされるんであれば、そういう空き家対策というようなところをおた

めし住宅のほうにされたほうがいいんではないかなと思うんですが。どうしてここにこう行っ

ちゃったんですか、７丁目のほうに。 

○委員長（北川勝義君） 遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 御意見よくわかります。結果としてこちらの

物件をお借りすると。今年度についてはお借りしてやってみようということでさせていただく

ようにしております。今後、副委員長がおっしゃられる……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと、質問の意図が全然ピントがずれよる。 

 あんな、僕もこれ聞こうと、ほかのこともあるからあれじゃったんじゃけど、おためし住宅

が悪いやこう言ようらん、ぜひやっていただきてえと。さっき言うた話じゃねえ、ある冒頭、

元議員が、桜が丘は赤磐市の３分の１じゃと、吉井は10分の１じゃと、費用対効果だけ、あん

たらそういう考えを持っとんじゃねんか、おい。ちょっとまあ言い方悪いけど、どういう考え

や。 

 これは、自然と暮らそうとかなんとか、自然とともにやっていこうとか、ええとこじゃとか

というてやってやるんじゃったら、確かにネオポリスも今言ようること、ええかもしれん、来

て、便利はええ。山陽団地は、今佐々木副委員長が言うた話じゃねえけど、それだけ出てき

て、空き家がようけあって、今募集の中でも家の中でも山陽団地はリフォームしたとかようけ

出とる、よう。吉井も出とったりする、そりゃあいろいろなこと。これは、第１点目で今適塾

をやったわな、今。赤坂の適塾をやらせてもろうて、これは適塾は僕はえかったと思うとる。

適合してそういうとこの自然と触れ合うというたらおかしいが、農村のよさ、ほいでこういう

とこだったら一緒に来て住んでもええな、空き家探して住みてえなとか、そういう人もおって
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ええと思うんじゃ、年金暮らしの。事実、吉井町の旧吉井の福田へ来とる、名前は省略します

けど、倉敷から吉井に来て、ここはええというて住んで、畑もちょっとしてんじゃというて、

すくももきのうもらいに行って頑張らりょうるわけ。そりゃ、ネオポリスのほうへ行ったんじ

ゃったら来んわけ、その人は。例えばの話じゃ。今言うそういう便利のええとこばあ宣伝して

やるより、市長らも考えて、執行部も今、同僚の前のやめられた前議員が言うたことと同じよ

うな、吉井やこうどねえでもええんかというて。例えば吉井のほうであるとこを１つぐれえす

る。たまたま今回が、一番最初はネオポリス１発目いくんですよと、赤坂やった後いくんです

よって、これはまあこれでええ。次は今佐々木副委員長が山陽の中でも約140軒ぐれえなそう

いうなんがあったらそこに何か１つどっか、ここに住んでもろうて、山陽団地はコミュニティ

も本当にええですが、やりょうるとこの。こういうとこも一つ、おためし住宅で１カ月おる間

に祭りもあって、ここじゃったらええなという気持ちで、ここへ住みてえなと出る可能性もあ

ると思うんじゃ、やっぱり。それとかまた言う、熊山とか吉井とかあんなとこというのはやっ

ぱりそういうことをしてもらわにゃあおえんと思う。それじゃったらこれからは、税金だけお

めえ山陽、ネオポリス３分の１取れや、おめえ、極端な話したら。吉井は10分の１だけ税金下

げえ、そげえなこと言うんじゃったら。これこそ費用対効果の逆差別じゃ、おめえ。ぴちっと

やらにゃいけんのんじゃ。市長もその前言ようるような議員と同じような考え持っとんか。遠

藤課長やこうそげえな考えでしょんか。やっぱりこういう、例えば言うたら是里のようなとけ

え来てもろうて、してみたら、これもよかったと、是里は今６人ぐらい新規でブドウ習いに来

たりしょうるわけ。これはブドウがあるけえ来よん。あれはブドウがなかったら、ただの水稲

だけしたら誰も来りゃあへん。そこの中今おる、指導しょうる、あえて名前言やあカツウラさ

ん、ヒラオさん、皆ヒサノブさんやイノウエさんやこうええから、その人らとコミュニティと

って、今来て、ハギワラさんやこう来た人でも山陽新聞出したり収穫本気でやりょうるわけ。

ああいうとこ見たら、ここはええなというて、この間収穫祭しょうるとき、こういうとこも来

てえなという話もしょうたわけ。そういうとこへもつくっちゃってもええんじゃねえかと思よ

うるわけ。別にどこが悪い言よんじゃねえ。たまたま今回が山陽で、ネオポリスで、次は山陽

団地もするんですよと。ありゃあ、熊山も吉井、赤坂も他もさせてもらうんじゃというんは、

これはどねえなつもりでやりょん。ただ、もうこれして、何か今７万円が、新しい家で、金を

かけんでええから今度は。それでも、前のときには、原田部長、前のときにはお金をかけてや

ると言うたわな、何か改造やこうな。お金をかけんでええから、こんな、遠藤課長お金かけん

でええけ、新しい家じゃったけええんじゃとかというて、差額はちょっとまけてもろうとる、

それはちょっとおかしいんじゃねんかなと思う。 

 ただ、僕がこんなことを言うたら大変市長に失礼やから、ネオポリスはほってえても人がふ

える、吉井はほってえたら減ってく、極端な話したら。赤坂はちいたあふえるかも。僕はやっ

ぱそういうとこへ力入れてもらわにゃあ、これで１人ふえることで荒廃地がのうなっていくと
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思うんじゃ、草刈り一つにしても。そのことどねん考えとん。考え方が遠藤課長もじゃけど、

もし次もやっちゃる、もうこれで終わりじゃあと言われたんじゃちょっとつれえなと思って。

どこまでしてええかわからんけど、それも踏まえて教えてください、遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 済いません、説明不足で恐縮でございます。

これは一つのスタートとしてお受けとめいただけたらと思っております。もちろん、山陽地域

でありますとか、赤坂、熊山、吉井地域にも同様のこういう物件をぜひ御紹介をいただいて、

できることでありましたら、田舎暮らしを体験してみたい方ですとか、そういうニーズにマッ

チングできるようなものを次々にやっていきたいということで、市長からも命は下っておりま

すので、今後そのような方向でやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○副委員長（佐々木雄司君） ええですか。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待ってくれ。 

 市長な、これ農地法のことがあっていろいろ難しいことがあるんじゃけど、グリーンツーリ

ズムじゃとかいろいろほかのことでやりゃあできるんじゃけど、赤磐市が農地を借るとか、例

えば言うたらネオポリスへ来た人は、僕ははっきり言って、知っとんのは闇で借ったりして、

下へ借ったり赤坂へ借って、土地ぽろぽろっと借っとるわけ。百姓がしてえとか、百姓という

意味じゃねえな、農園じゃな、農園がしてえというんで、自分とこにはやっぱ敷地がねえから

できんのんですわ。じゃから、熊山に借っとる人もおられる、実際。今、ひょっとしたら考え

方がグリーンツーリズムとはちょっとまた違うんかもしれんけど、赤磐市のほうが産業の担当

になろうけど、こういうおためし住宅する者もじゃし、今おられとる、300坪から600坪も借り

ょうたら１反でも例えば借って、そう金をかけずここでできるんですよというのをして、これ

は大和やそねえなとこがすりゃええんかもしれんけど、定住してもらうんじゃったら、どっか

借れるとこ借って、１年１万円で借りれるんですよという、こういうとこへ何かおもしれえこ

と考えりゃええのにな、ただこのおためし住宅だけでするんじゃのうて。 

 僕はそれで、何で、今変なことを遠藤課長言うたよな、山陽というのを言うたというのは、

空き家が多い山陽はもんぜん祭りとか祭り一生懸命しょうろう。そういう時期にそこへ住んど

ったら、よそもしょんで、ネオポリスも、住んどったら、こりゃコミュニティがあってええ

な、ここじゃ来てもええなという人が出てくる可能性が多いと思ようるわけ。パターンが

100軒から空き家があったら、どっかまた買いてえという者も出る可能性があったり。今、ち

ょっと要らんこと、吉井来られた方は畑がしたかったわけ。庭じゃけ宅地なんじゃけど、後ろ

が物をめえで、そこへすくもや表土を持ってきて畑に使ようるわけ。うれしゅうて、これがで

きるのがうれしいんじゃと、年金で何とか食べれるからうれしいんじゃと言うんで、そういう

なんもあると思うんで、そういうことを考えてもらいてえなと今思うたんじゃ。要らんこと言

うて。お願いだけじゃから。 
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○副委員長（佐々木雄司君） 市長、お尋ねですけども、山陽団地は大切ですよね。空き家住

宅というような御要望も町内にというか、地域のほうから空き家住宅の対応というようなもの

の要望をいただいてるはずです。おためし住宅が必要なんであれば、あそこの地域にたくさん

ありますから、ぜひネオポリスのほうばっかりに目を向けるんじゃなくて、山陽団地のほうも

目を向けていただいて、要望もあることですから、やっぱりしっかりと空き家対策の意味を含

めてこれをやってください。市長のほうから何かお考えがあったら聞かせていただいていいで

すか。 

○委員長（北川勝義君） 市長答えてくれりゃあええんじゃけど、今思うて。カメラと一緒じ

ゃ。松田さん待って。何か皆ネオポリスだネオポリスだというてそればあして、よそのとこは

一切せずに、何か流れがもう赤磐市のことをいうたら、おためし住宅じゃ何とか何とか何とか

であろうと、皆山陽、ネオポリス、こっちはええんかというて。それ言うんじゃ選挙のとき頼

みに来なというて皆言いたかった、例えばの話が。やっぱり同じようにお金払よんじゃけえ、

公平に。遠藤課長が言うた、次々やっていくんじゃというんじゃったらええんじゃけどな。い

や、パターンが、僕が言いたかったんが、本当にベッドタウンじゃけ、ネオポリスのような場

所も必要なんじゃ。それから、吉井のような赤坂、いや、やっぱり分けてもらわなんだらな。

農業体験できるとか、例えば。言いたかったのそういう意味なんで。市長、今松田さん何かあ

ったんじゃ、先に。 

 はい、松田委員。 

○委員（松田 勲君） 基本的には同じなんですけど、ただ地方創生なんで、やっぱり赤磐市

全体を考えていかにゃいけんし、さっき言われるように、たまたま今回ネオポリスが出たけ

ど、ネオポリスも人口ふえとるというても高齢化が進んでる地域もありますし、空き家もふえ

てるんです、実際。私らの周りにもいっぱいふえてるんです。そういった中で、だからいろん

なニーズがおられると思うんです。うちの知っとる人でも、わざわざ大阪とか名古屋のほうか

ら熊山の古民家を買って、そこを改装して住まわれてる方もおられるし、いろんなニーズがあ

るんです。だから、できれば、例えばこういった方にはこういったところがありますよとか。 

○委員長（北川勝義君） そう、じゃけえ、何カ所な。 

○委員（松田 勲君） やっぱり農業をしたいという人にはこういったとこがありますよと

か、そういう何か選べるような、そういったおためし住宅もいいんじゃないかなと。もうここ

だけしかないとかじゃなくて。例えば、大都会から来た人は二分されてると思うんです。田舎

がいい人もおれば、いや、ちょっと便利なとこがいいとかという人もおられる。そういったこ

とも含めて、そういったニーズに対応できるような、選べるような、選択できるような、そう

いったおためし住宅を提案されたほうがいいんじゃないかな。その中にネオポリスがあったり

山陽団地があったり、はっきり言って山陽団地のほうが岡山へ近いですから、そういった人も

おられるし、だからそういったことも含めて、広い意味で提案された中の一つがこれですよと
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いうふうにしていけばもっとよくなるんじゃないかと私は思いますけど、どんなでしょうか。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 松田委員からの御指摘をいただきまして、考

え方としては私もそういうふうには思っておるんですが、説明が至らず申しわけございませ

ん。今後は、少しでも赤磐市に興味を持っていただき、移住をしていただく方をふやしていき

たいということでございますので、いろいろとまた委員の皆様からも物件などの御紹介をいた

だければありがたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい、よろしいか。 

○委員（松田 勲君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） また、遠藤課長済いません。 

○委員長（北川勝義君） 課長か、もう同じことを言うんじゃ。 

○副委員長（佐々木雄司君） 赤磐ときめきツアー、要するに婚活イベントですけども、都合

３件御紹介いただいております。その中で、２件はほか市町村にまたがっているものでありま

すけども、ドイツの森でやるものに関しましては主催が赤磐市ということです。これは主催が

赤磐市ということなんですけども、都合３件こうやってあるわけじゃないですか、これはどの

ぐらいの頻度で考えていかれるおつもりなんでしょうか。というのが、今回主催が赤磐市とい

うことになっていらっしゃるので、１者の方が、民間企業の方が受託業者としてかかわられて

いるわけですけども、例えば岡山県内外を含めたらたくさんのこういう婚活イベントの会社と

いうのはあるわけでありまして、そういったようなところが赤磐市でやりたいということにな

りましたら、主催者としても赤磐市の問題としても、喜ばしいことなんであれば、主催者とい

うことでもっと件数をふやしてもいいんじゃないかなと思ったりもするんですが、そういった

ような考え方っていうのはないんでしょうか。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 副委員長がおっしゃられておられますこのイ

ベントにつきましては、一応年間でスケジュールを組ませていただいておりまして、実はたま

たまって言ったら語弊がありますが、この11月に広域でやるものと単独でやるものが３つ続き

ますが、予算的なものも年間のスケジュールで順次消化をしてございますので、そのあたり

は、じゃあこれまた次々やるんかっていうと、この後は実はまた12月とか２月に結婚推進協議
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会さんのほうとやらせていただく、また和気町さんの結婚推進協議会さんと合同でっていうの

で、これ以降は、今年度のスケジュールといたしましては、12月と１月か２月になると思うん

ですけど、そのあたりで予定をさせていただいておりますので、今年度のいわゆる婚活のイベ

ントのスケジュールとしては以上になっております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） まあそうなんでしょうけども、私がお尋ねしているのは、こう

いった婚活イベントというのは毎月１回、月２回ぐらいやってもいいと思うんです、できるの

ならば。ただ、赤磐市単独ではできませんよねと。であれば、民間企業のほうでやっていただ

けるんであれば、今月も都合３回あるわけじゃないですか。だから、結局都合３回あるわけで

すから、12月に関しても１月に関しても２月に関しても、年度またがって来年度になっても、

事業者さんでやってくださるというところがあれば、主催をふやせばいいんじゃないかなと思

うんですが、そういったようなことというのは今おっしゃられた予算の関係でできかねるとい

う話なんでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 予算の伴うものを御提案であれば、今年度は

もう厳しいです。スケジュール的に予算も伴うものは全て予定をしております。御了承いただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（佐々木雄司君） いいですか、最後。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 予算が伴わないものという話になると、２パターン考えられる

と思うんです。民間事業者さんが立案されて、赤磐市さん、済いません、後援下さいという話

と、もう一個は、予算がかからない形だけどもこれは赤磐市の事業としてやりたいから、赤磐

市としてお金はかからないけどもやってくださるところがあるんであれば、赤磐市主催で、あ

とは参加者のほうからお金を入れてキャッシュ・オンで頑張ってくださいというやり方と２パ

ターンあるんですが、そのどちらもだめってことなんですか。 

○委員長（北川勝義君） はい、遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 恐れ入ります、考えが及びませんで。また、

もし具体的に何か御提案いただけるようなことがあれば、御相談をさせていただきたいと思い

ます。僕が説明しているのは、予算を伴うものであれば今年度はもう予定をさせていただいて

おりますということをお話しさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと要らんことを言うんじゃけど、これはもともと結婚推進で
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つくったんじゃ。これは僕のときにつくって、やって、吉井からして、それからカップリング

パーティーしたり、和気、佐伯、吉井ぐれえでやりょったぐれえな話で進めてきて、これがも

う赤磐市全体になって、その時分は産業課のほうで、担当が赤磐市になって今度は総合政策部

のほうになったんじゃけど、それはそれでええと思うんじゃけど、ただこねえなんをやるとき

に、要らんこっちゃけど、これは市長本当に考えて、例えば嫁さんの来手がねえとかというん

があるんじゃ、本当本気でやるんじゃったら、昔のとんねるずがやりょった話じゃねえけど、

海の中へ行く、テレビで中継しょうるぐれえ、本当そのくれえ。せえで、たった１日こけえ来

てから２時間か１時間話ししたぐれえでうめえことなるもんか。そりゃドイツの森でも泊めて

あげるとかリピート吉井に泊めてあげる、まあどこでもええ、どっかへ、鵜飼谷温泉へ泊まっ

てからとか宿泊施設で研修して、やっぱりそういう思い切ったことをとって、金を予算つけて

せなんだら来ん。それから、テレビ出してやれえとかと言うんじゃねえけど、今やりょうる、

じゃけそういうなんへ募集をかけるとか、何やかんや動いてみるべきじゃねえかなと思う。せ

っかく「種まく旅人」の今言う映画も松竹だったんじゃ。松竹やこうも利用すべきじゃねえか

なというたりするようなこともいろいろ考え方。 

 それから、これもちょっと苦口一つ言わせてもらう。実は、この間もカップリングパーティ

ーがあって、その中で男が一番じゃったんじゃ。募集者が多ゆうて、女のほうが。じゃけど、

女の人は40歳ぐれえなんが多いわけじゃ。年齢制限ねえから40歳が多い、20歳以上の独身男女

じゃ。男の子はあえて名前は、あれじゃけど。おい、どねえなんならと言うたら、北川さん、

一番うちのがもてたと言うて、でえれえ十何人ぐれえ、皆40ぐれえなんばあじゃったらうちら

はもうおえんと言うて、何も物を言わんのんじゃいう話になって、やっぱり三十五、六とか三

十二、三じゃったら、二十八、九とか30ぐれえじゃったらええんじゃけど、40になったらやっ

ぱり。別にやり方が悪い言よんじゃねんじゃけど、やっぱりポイントを、１年に一遍ぐれえは

年の言うたら30歳未満までとか35歳までとかという、45とかやっぱそねえなんが来たら、僕は

まあ63じゃけええけど、僕が35ぐれえ30ぐれえじゃってカップリング来たら、皆来たら45じゃ

あ50じゃあというたら、何ぼ僕がようてもパスすらあな。そういうなんがあるから、やっぱり

ちょっと考える。それから、このカップリングパーティーのときには委員を決めとろう。かえ

てもええんか、委員は。大体地域から出てもろうとる委員をかえてもええんかな。むちゃくち

ゃな委員が出とん、うちから出とるけ困りょんじゃ、本当の話。ちょっと考えてもらいてえと

いうんがあって。 

 それから、今言う、これはきょう委員会があるからというたら、このことは出るか出んか、

委員会その他で言うとくわ言うた、美人とか美人じゃねえとかそんなこと言よんじゃねえ、年

をやっぱ絞ってほしいという。例えば、昔の吉井にあったのは、釣書もしたり、要するに見合

いですわな、それをやりょうるときに、仲人じゃな、前と同じ、やりょうるとき、やっぱり三

十一、二の子と四十四、五の子とは合わない。男が41で女が31というのはあるんじゃけど、な
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かなか難しかったわけじゃ。じゃけ、今言うたら、それでまたあるかもあったら聞いちゃるけ

え、行ってくれえよというて帰ったら、おやじに言うたら、もう北川さん行かん言ようったと

いうて、年のでえれえんばあで、でえれえというんは年がよ、自分より10歳も上ばあ来たらな

というんがあって。一遍今度やるときにゃ、やり方があるんで考えてもらいてえと思うんで

す。一遍ぐりゃあ若えのに限定してもおもしれんじゃねえかなと今思うた。それについてどう

考えとる、市長、誰でもよろしいけど。 

 これじゃったら何のために、何か来てからやってみるだけで余りぱっとせんなと思うて。そ

れから、前のときにはカップリングしたときには、是里でワインまつりやりょうるときに、そ

このとこで席をとっとって、そこで食べてもろうて話をして、カップリングをして、成立した

んもおったりする。そういう何か、ドイツの森やこうでするときじゃったらツアーもええんじ

ゃけど、そこでも落ちついてやれるとか、やっぱり考えていただきてえんかなと思うとんで。 

 それからもう一点が、どこまでこれをＰＲしとんかなと思うて。有限会社チアーズというと

こが宣伝してくれとんか、両備高速観光がしてくれとんかどっかわからん。どこら辺までが宣

伝というか、知れとんかなと思って。これはもちろん広報には入るんじゃろうけど、どこら辺

になっとんかなと思うて。その１点あわせて。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 年齢の問題につきましては、一般論を言いま

すと、晩婚化という問題もございまして……。 

○委員長（北川勝義君） そりゃあええんじゃ。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 済いません、失礼いたしました。確かに年齢

層が高い方が御参加になっておられて、カップルになったんだけどやっぱりちょっと年齢がっ

ていうことでその後がうまくいかないっていうケースも、この７月に英国庭園でやった分でも

あったように聞いております。ですので、今後またこういうイベントを計画していく際に、推

進協議会の方々も非常に熱心にやってくださって、ちょっとやり過ぎとかいろいろ御意見が委

員長からもございましたんですけれども、総じては協議会の皆さんも本当に、特に吉井の方が

多いんですけど、山陽の方もネオポリスのほうの方もいらっしゃって、本当に一生懸命いわゆ

るおせっかいを熱心にやられております中でこういうイベントを組み立てておりますので、ま

たそのあたりの年齢云々につきましても相談をさせていただきたいと思います。 

 ＰＲにつきましては、広く広報をさせていただいております。今回、女性の方は大阪のほう

からも来てくださいということで、今20名ほどの申し込みのうち半分ぐらいは大阪のほうから

来ていただくっていうようなお話もございますので、かなり広範囲にやっております。 

 副委員長が先ほどおっしゃられた事業者の選定につきましても、公募でプロポーザルを実施

して決定をしておりますので、先ほど説明しておりますので。 
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○委員長（北川勝義君） いや、悪い言よんじゃのうて。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 御意見いろいろ頂戴しながらやっていきたい

と思っております。ありがとうございます。 

○委員長（北川勝義君） はい、ほんじゃほかの人今もう一つ、実はこれが一番ほんまのあれ

じゃ、旧備作高校の跡地の活用なんじゃけど、これ別に悪いとかどうこうというん僕らわから

んのんで、あえてこれが主じゃねえと思うんじゃけど、実は僕は備作高校も見に行ってきて、

見に行った、前。そしたら、いろんなことで言よったら、避難所を、災害発生時における地域

住民の避難場所との協力をするということで、そりゃあ協力はしてもらやあええ、体育館でも

使えるししてもらやええ。避難場所というて結果的にいうたら、もう吉井支所があるから、町

民会館があって、やっぱり対応が吉井の場合できます。それで、そねえなことはねえ、そんな

できますというて言うたけんというて、できん場合もあるが、ほぼできますわというて吉井の

考えでいうたら。それで、あるとき、平成10年の水害のときでも、町民会館とか避難して、武

道館と拡充をして十分あったからそれはもうできると思うんで、そういうこともあるんでええ

んじゃけど、できたら、いろいろ備作高校のグラウンドじゃあとか、それからいろいろなこと

で、これはただ金ばあ出していくんじゃねえ、誘致するけえ金ばあ出すんじゃのうて、歳入、

入るほうの、別に風力発電がええとか太陽光がええとかいろいろ、ほかのいろいろなことを考

えてもらいたい。そういうことも一つある、どう考えとる。 

 それから、もう一個その中で、このプロポーザルをして、教育関係だけで教育施設で余った

場合、場所が。全部使いたいというて、フルに、仮にこれもし、どんだけの規模のどういうと

こが来るんか、教育関係来るんかわからんけど、もし余ったら、管理するんがあののり面の草

刈りだけでも相当数の草を刈ることになると思うんで、管理が必要なんで、ここら辺のことを

どのように考えられとんかというのが１点あるんです。 

 それから、これについての貸し付け、貸し付け10年間、希望する期間の提案を受け協議によ

り決定しますというんじゃけど、こけえ書いとるように物件の整備やこうもう引き渡した後は

管理するんじゃというて、事業者で負担を行うもんじゃって書いとる。例えば言ったら、指定

管理というんじゃねんじゃけど、何ぼかでもいくんかいかんのんかどうなるんかなと思うて。

そこらのこと心配で、運営がうめえこといくんかな、運営がというてどういうとこが来るかわ

からんにしても運営がいくんかなとちょっと心配しょんじゃけど。それと、余った用地があっ

たら、それは、もしそしたら教育でのうてもあの部分この部分はフェンスをするとか、福祉の

関係で使えるところで、教育とか福祉使えるところはそうさせていくんじゃとかというような

考えがありゃ、もしわかりゃあ、考えがあったら教えていただきてえと思うとる。 

 それからもう一個、下山委員と僕とほとんど会わんのに、このことは会うて、通学路で会っ

たりするんで。この間見に行ったら、グラウンドもこのくらい草が生えとんじゃ。刈れえと言

うたら刈ってあげるけどな、だあっと刈るんじゃけど。好きじゃねんじゃけど、刈れと言った
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ら刈るんじゃけど。それと、よそのとこじゃけえ名前を言うて悪いんじゃけど、近くのとこに

住まんようになったりして、半分ほど朽ちかけたというたらちょっと言葉は悪いんじゃけど、

実際おらなんだり、権利あるんじゃけどおらん人がおるんで、地主はおったりするんじゃけ

ど。あれを一遍、そう莫大な銭出せ言うんじゃねえひょっと間違うて、道側へとか東側へ倒れ

たら、そういう事業するとやっぱり困るし、前が通学路なんで、そこらも何らか、荒島支所長

見てくれたというて話が、何ぼかそこらも考えていってほしいと思うんじゃけどな、こういう

ことをやるときに。やった後に今度は、やった後というたらおえんけど、決定してこうなっ

た、ほんなら後の、例えばどこかのＡという北川という教育関係が入るというたら、ここもし

てくださいよというて言うたらできんのん思うて。もちろん、前出とるお宮からの裏の八幡様

の周匝保育所の裏のとこの入るとこはやっぱり管理ぴちっとしていただきてえというのもあっ

た。そこのところどう考えられとる。ちょっとわかりゃあ教えていただきたいんですけど。 

 はい、徳光参与。 

○総合政策部参与兼秘書企画課長（徳光哲也君） 何点か御質問いただきました。 

 １点目の災害発生時の避難場所等でございます。 

 現在、避難の指定場所として、吉井会館等が多分指定されてると思いますけども、あわせて

大規模な災害等、あるいは周辺地域からの避難等も考慮いたしまして、そういった大きな施設

でございますので、受け入れができるようにできればお願いしたいということからの提案をい

ただきたいというふうに考えております。 

 それから、施設としては、非常に、高校跡地ということでございますので大規模でございま

す。今後、提案をいただく方が全てフルに活用ができるかどうかというのも確かにございまし

て、そういった場合には、当初の目的から反しない限りは有効に活用ができるように協議をし

てまいりたいというふうに思います。御提案のありました風力発電であるとかにつきまして

も、その中でお話があればお話ししていきたいというふうには思っております。 

 それから、現在の草刈り等の管理でございます。 

 周辺も相当に広うございますので、大変かと思います。基本的には借り受けていただく事業

者の方に管理をお願いしたいと思いますが、そこから先に地元の方へ御協力をいただくという

ようなことも、費用負担を含めてですが、あるかというふうに思いますので、そういった面で

は少し雇用という部分も生まれるんではないかと期待はいたしております。 

 それから、貸し付けでございますが、一旦運営が始まりますと、やはりあれでも施設でござ

いますので、長期にわたって運用していただきたいというふうには考えております。 

 その費用につきましても、当然借り受け者の負担でというふうに考えておりますが、市の施

設ということには変わりございませんので、例えば耐震をしてないような施設もございます

し、大規模な修理が発生する事案もあるかというふうに思います。そういった場合につきまし

ては、やはり協議をさせていただきたいというふうに考えております。 
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 それから、全てが活用できない場合は余った土地等をどうするのかということでございます

が、基本的には全体、全てのものを貸し付けという形にしたいと思いますけども、当然地元の

方等も何かで使いたいということでありますれば、当初の目的に反しない範囲で有効に活用を

していくことについては協議をしていきたいというふうに思っております。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございます。 

 僕わからんのが、これだけじゃようわからんの、新耐震と旧耐震で、新耐震とかはええわ

な、北側の校舎、体育館やこうは。旧耐震のとこは、これは耐震じゃけ新耐震に合わせにゃお

えんということになるんじゃろう、旧というのは。早い話が、耐震ができてねえという意味じ

ゃろ。早い話が、新、旧というのは。結果的に何もせんで、今黙って使えるのは北側と体育館

だけじゃろ。という考えでええんじゃな、そういう。もし、使おうとしたら、下へ書いとるけ

ど、一般には立ち入らんというんじゃけど、使おうと思ったらいろいろそういう新耐震をせに

ゃおえんという考えでええんじゃな。そういう場合のことはどこがするん、そこらはどう考え

とん。 

 それからもう一個、貸付方針のとこ。これはようわからん、読みょうて。建物については、

事業者に対し無償貸し付けを行う、これはええんじゃ。土地については有償貸し付けを予定し

ておりますがと、これは後すぐれとったらええというんじゃけど。土地を有償貸し付けという

て、どこを貸すんかなと思うて。何か土地、土地と言うけ、全体のことを言ようるというこ

と、土地は、こりゃあ。それで、また……。 

○委員（下山哲司君） 委員長、先に僕にやらせてくれん。 

○委員長（北川勝義君） ええ、下山さん。ようわけわからん、これ言ようること、賃貸が、

僕は。意味がわからんのんじゃ。これとな。 

○委員（下山哲司君） 今まで、やっていただけるということで何も言わずに黙って待ちょっ

たような形なんじゃけど、ここに至って、目的がなかったらこういうことしてねんじゃから、

ほかの人が手を挙げたら困るんじゃねえん。そういうふうにしか思えんのんじゃけど。それだ

ったらそれなりにきちっと最初から、遠回しに言わずに、ここでやりてえ者がおるんだったら

やりてえという説明をしてえてもらわんと。こうやって出てきたら、今まであった話の人に、

おい、手を挙げてみりゃええがなというて言われて手を挙げられたら困りゃへんのん。 

 それから、今耐震のが出とったけど、もし学校として使うというようなことになった場合

に、耐震の費用はどこが持つん。 

○委員長（北川勝義君） それわしが言いたかった、最初。新旧の旧とあれとが。 

○委員（下山哲司君） 前にも外国人学校のほうから問い合わせがあったんじゃけど、今市が

やりょうるからだめじゃというて断ったんじゃけど、もしこれで公募するんじゃったら、手挙

げてこられたら困らんの。その辺を、市長、はっきり言ってください、中途半端なおかしな話

ばあせずに。的を射た話してください。 
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○総合政策部参与兼秘書企画課長（徳光哲也君） はい、副委員長。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、徳光参与。 

○総合政策部参与兼秘書企画課長（徳光哲也君） まず１点目の、もう既にどこか確定してる

とこがあるのかということでございますけれども、お話があるところは当然ございます。そこ

を想定して動いているわけではございませんで、今回そこも含めて事業提案をいただくという

ことでございまして、やはりその中からすぐれた提案をいただいたところにお願いをしたい

と。プレゼンテーションを実施し、ヒアリング等も実施した後に決定をしていきたいというふ

うに考えております。 

 それから、耐震の部分の件でございます。 

 耐震ができていないところにつきましては、一般の方の立ち入りというのは好ましくないと

いうことから、当面は倉庫であるとか資料室、そういったもので活用が図れるのではないかと

いうふうに考えております。 

 それから、実際にそういったものも含めて今後耐震をする場合には費用負担はどうなるのか

ということでございますが、これにつきましても実際の活用のあり方を見ていく中で、どうし

ても必要となれば、事業者と市のほうで協議をしていきたいというふうに思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） どうも、ほんなら宙に浮いたぐらいのこうじゃないかというぐらいの

話でこんな大きな買い物をするというのはどうも、目的がある程度決まっとったら大きな買い

物しても困らんと思うんじゃけど、大きな買い物して、後管理だけは赤磐市にずっとこれから

負担がかかってくるというんじゃ、市長、話にならんよ。じゃから、一番大事なのは、こうい

うふうになるんじゃという結果を見せずに物事をやるというのが今までずっと心配してきとる

話なんじゃから、この３年。じゃから、それとこれとまた同じことなん、今の話を聞きょうる

とそういうふうにしか聞こえん。そうじゃねんじゃ、実質はこうなんじゃと言うんならもうそ

れでええ。そんな中途半端な話でこの委員会を進むようには誰が考えても思えんのんじゃ。今

東京都と一緒じゃ。何にも責任持つ者がおらずに前へ前へ行くんじゃ。テレビであんだけやり

ょんのと同じじゃない、今のだったら。こうなんじゃというて市長が言うてくれなんだら。こ

ういう目的でこういう結果になるじゃろうというのでやってもらわんと、皆さんそう思わん。

少々のはしたの金じゃねえよ、けえから先。県が往生しょうたんじゃもん。僕は何遍もかかわ

っとるから言うん。草刈りだけでも大金かかりょんじゃから。 

○委員長（北川勝義君） 何ぼ、大金。 

○委員（下山哲司君） 毎年草刈りだけでも60万円ほど要るんじゃ。 

○委員長（北川勝義君） 大金じゃねえがな。 

○委員（下山哲司君） 何で、ただ草刈るだけで。まだほかにも必要なわ。 
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○副委員長（佐々木雄司君） いいですか。 

○委員（下山哲司君） はい、答弁、市長に。 

○副委員長（佐々木雄司君） なら、市長。 

○市長（友實武則君） 旧備作高校の活用については、かねてから大きな課題として認識して

ございます。そういった中で、備作高校の活用についてこれまで公募等で募集をしてまいりま

したけども、これを活用するに至っていないということは過去を振り返るとございます。そう

いう中で、備作高校を活用したいという提案もございまして、そういったところから備作高校

を活用するためのいろんな県との協議等も行った中で、教育施設として活用するんであればと

いうことで、各種の条件はございますけども、公募によって公平な形で活用が決まっていくの

が一番最良と思ったところで、この活用を目指して各種の手続を進めているところでございま

す。特定の団体等を強く意識したものではないんですけども、そのほかの団体が手を挙げてこ

られれば、赤磐市にとって最も有効なところに活用いただくというふうなことを考えていこう

と思っております。 

 以上です。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 私としては、特定の者があると言うてもろうたほうがよかった。言う

てもらえれば、みんながそういう気持ちで受け入れるんじゃろうけど。買うだけ買うてこれか

らやるんじゃというような話じゃあどうも情けない。それから、今まで公募というて公募はで

きんで、岡山県のもんじゃから赤磐市が公募できるわけねんじゃからしてねえ、しとったら大

変なことじゃ。じゃから、手探りはやっとるよ、いろんな話をお聞きしとるけど、そういうこ

とができる段階ではなかったと思うん。どういう目的でも使わせてもらえるんか、そういうあ

れは今まであったんじゃろうと思うけど、こういうのを対象にしてからという話はあったけ

ど、大きさが合わんから見に来られた人は、いろいろ話はあったけど、それは当時の委員長じ

ゃからよう知っとってじゃけど。そりゃあ、目的がないのに動いたというたら、やっぱしそり

ゃあ無責任じゃと思う。私は市長、思うんですけど、どうですか、その辺は。 

○委員長（北川勝義君） 僕あわせて。これのやり方がええ悪いの、これも早急に、何か９月

の議会のときの委員会のときにゃあ、もう決まったらこれですぐやらせてもらうんじゃという

て言ようた、ちょっと待てという話で、きょうの委員会にかけてよう論議してやらせてもらお

うという話になったと思うたが、大体おおむねの話よ、そんな感じじゃったと思うんじゃ。そ

れで、ここであえて言やあ、いろいろな質問もあって言うんじゃけど、僕は一つ言よんのは、

入札のときの、公募のときの決定の仕方なん、建築でも。建築やったからって、そりゃ建築見

れる人がおりゃあ、土木じゃったら見れる人がおるが、建築見れる人がやりゃあ、決して部長

クラスをばかにしょんじゃねえ、見れる人がおらなんだら無理なんじゃねえかということを言
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ようるわけ。それでこれがええというて決めてという、その決める根拠的に乏しい。それで、

今回思よんが、どこに、今下山さんが言われた話に似たような話じゃけど、何ぼかおおむね概

略気持ちあると思うんじゃけど、それでやられるのが言える場合と言えれん、それはどうこう

言うんじゃねえ。やっていただくときに、こういうところでやるの、提案してきたとこの見て

言えるのは誰がこれを今度決めるわけ。また、市で何とかプロジェクトとかじゃというて部長

クラスぐれえがするんじゃねんかな。そうじゃのうて、第三者の言うたらどうかわからん、よ

うぴちっとやってもらいてえわけ。今さっきの過去を振り返ると、認定こども園やこうも大変

なことになって、２回も流れて３回も、これはもう本当大変なことなんじゃ、だてや酔狂じゃ

のうて。じゃけ、これもやったら、これができなんだということになったら大変なことになる

んじゃねえかなと思うて。 

 僕は、個人的な考えで言うたら、吉井支所の３階に周匝研究所を貸したという、法人の地球

年代学ネットワークみてえな、そういう大きい、もっと大きいんかもしれんけど、そこらみた

いなんが教育関係やってくれるんじゃねんかなと思うて、やってもらやあええんじゃねえかな

と思うて。中には聞きょうる人も、僕もそう思うんじゃという話はしょうる。それどうもわか

らんけどと、どねえなもんでと言うたら、どねえなもんでもわからん、何ぼかそういう話もあ

ったりして。僕がきょうあえて質問したのは、多いかろうがなという話が出た、どこまでする

か知らんけど。余ったら体育館へ、中学校やこうはグラウンドや高校とか使やええのになとい

う話で、風力発電とか太陽光言うたの、財源や歳入が入ってくれば、それをもとに活性化使わ

なんだら、今何ぼかかってくるんかなあというのもちょっとあったんで、それでどこらがどう

なるん、さっきの徳光参与の説明じゃあ全部借ったとこがしますというようなかったけ、仮に

余ったら福祉のとこでもええんじゃねえかと思うたり、いろいろあってもええかなとちょっと

思ようた。そこらが、どこが、今言うた特定非営利活動法人地球年代学ネットワークが来ると

か来んとか、どこかしらその規模が、それにするんか。やっぱり何らかやらなんだら、赤磐市

が、それは何ぼか言えるとき言えれんときあるんじゃろうけど。例えば、収益が落ちてくるん

かな、赤磐市に、何ぼか。そりゃ観光的とか歴史的とかというていうたら、そりゃあすげえこ

とになると思う。やっぱり好きな者は好きなけど、好きじゃねえ者は好きじゃねえけえ。まあ

当たり前な話じゃけど、あるんで、どんなんかなと思うて。僕は、これも下山委員と同じこと

で、火がついてくれるということで、それだけでもうれしいんです、そりゃあもうはっきり言

うて。真っ暗な家へ帰って、夏でも夜６時に帰って家が真っ暗じゃったらやっぱ心が寂しい

が。灯がついとったら元気が出る、やっぱりそういうようなんがあるからぜひしてもらいてえ

と思うんじゃけど。やったら途中でもういけんようになりましたというて、ええ例がドイツの

森が、再開発してくれるとこが出てくれたからこれもうれしいことなん、名乗り出てくれたと

いうことを新聞で読んでから。こんなこたあ僕らの委員全員に知らせてもらわにゃあ、かえっ

て、民間のことですよというて。これは岡山農業公園ドイツの森というて、我々が力入れて金
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かけてやっとんじゃから、やっぱり僕はそういうなんもしてもらいたい。前やめられた議員と

同じで、吉井やこう関係ねえぐらいな考えで市長もやりょんかな、本気でやってもらわにゃ。

そういうこともあって、あえて憤慨しとるから今言よんで、どれをやってくれてもええと思よ

うる。何でもええと思うんじゃけど、やるなら、ただ公募するときの、この公募が悪い言よん

じゃねえ。徳光参与、原田部長、市長、公募が悪い言よんじゃねんじゃ。公募したときに見る

目がある。どういうメンバーでするんなら、１つ聞きてえわけじゃ。下山さんの予定がありゃ

あ言うてくれてもええし違うてもええんじゃけど、気持ちが、僕はそうじゃろうと言うけえそ

うじゃろうという話をしょうるわけ、話聞いたら、違うかもしれん。そういう言いにきいから

言わんでもええとこもあるんじゃけど、言えるとこぐれえまで。 

 それともう一つが、今言ようる、プレゼンテーションをしてもろうたときに誰が見るんな、

どういうメンバーが見るんなというようなのを聞きてえんですよ。見れる能力あるかねえかと

いうのも踏まえて。 

 はい、徳光参与。 

○総合政策部参与兼秘書企画課長（徳光哲也君） まず、１点目でございますけども、下山委

員さんからも話がありましたように、もう既に特定業者があるんではないかということでござ

いますが、最初に赤磐市がこの施設を県から譲り受けるというときに、最初から委員の皆さん

もおっしゃられましたように、何もないのに受け入れた後、それが遊休施設になってしまうと

いうのは負担になるということは、当然我々のほうも考えまして、何者かからはいろいろとお

問い合わせが現実ありました。そういった業者のお問い合わせの熟度といいますか、考え方も

お聞きしながら、ある一定の線を出して、これであれば見込みがあるのではないかということ

から、県から譲り受けることを決定をしていったわけでございます。 

 したがって、今回プレゼンテーションを、公募をさせていただく際には、そういった業者も

含めて御提案をいただけるものと確信をしているところでございます。複数者あれば当然その

中からいい業者を選んでいきたいというふうに思っております。 

 それを決定するのはどういうメンバーかということなんですが、現在のところ市の関係部署

の幹部というふうに考えておりますが、その中にはそういった建築の専門といいますか、たけ

た方も入っていただこうというふうに考えております。 

 それから、余った土地といいますか、余りの土地等の利用でございますけども、これは活用

提案をいただいた業者の使い方によりますけども、その後、なお不要といいますか、活用でき

ない、全て使えないというのがありますれば、当然赤磐市の施設でございますので、そこらあ

たりは活用方針に反しない限りで御協議をさせていただきながらできるだけの有効利用を図っ

てまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと済いません、市長答えてもらやあ、下山さんは市長に答え

てくれえと言おうと思うんじゃけえ聞きゃあええんじゃけど、美作の市長がおるが、気に入ら
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んなら削除してくだせえよ、要らん話だったら。市長は、はっきり言うて、Ｆ１じゃねえけど

車の学校をせにゃあおえんというて消防跡地へしたり、それから今度は看護学校せにゃおえん

介護せにゃおえんというんで、フィリピンとかタイ、ほんま来さそうというのを、今、設計か

ら、設計、施工でやりょうる。それから、もちろん航空自衛隊とか、航空自衛隊は浦安のほう

へ行くんじゃけん、航空じゃのうて全体的に自衛隊の予備校みたいなのそねえなんもやろうじ

ゃねえかというて、アイデアマンでばりばり、友實市長も前職の部下じゃったんじゃそりゃ気

持ちもよう知っとる。ばりばりやってくれると思うて信じて、これも前へ行ってくれよんじゃ

けええんじゃけど。やっぱり何らかのことを有効利用してもらいてえということを言よんじ

ゃ。下山さんも僕も同じこと言ようる、火がつきゃうれしいというのがこれが第一の気持ち

で、火がつく、赤磐市のものになったと、それに火がついたということでだんだん前に行きょ

うるけえうれしいんです。 

 これは市長もそうかもしれんけど、ある意味の、悪う言う者もおるけどいろいろおるけど、

僕は、下山さんにしても、出られるか出んか知らんけど、僕にしても、友實さん出るか出んか

知らん、友實さんは出らあな、出る言うたんじゃけえ、言うちゃあ悪いけど、やっぱり僕らも

していきょうた、これから別に総務文教委員会のこれを選挙活動に使うというんじゃねえけ

ど、やりょうるときにどねえなんでえと言うたら知らなんで、じゃねえかというて答えようる

わけ。松田さんでも今またほわあんとして吉井じゃけん関係ねえ質問じゃろうから。例えばの

話が、松田さん、そりゃあどういうもんをするんと言うたら、松田さんがさあ知らんのんじゃ

と言うわけにゃあいくまあと思うて、僕はあえてそういう意味もあって、選挙を利用しちゃろ

うという意味じゃねえんよ。議員が、それも総務文教の担当の委員が知らなんで、何でえとい

うてあんたらというてこういうて言われるという、それと臆測が飛ぶから、やっぱりどういう

もんぐれえかなと思うて。やっぱり10月17日まで待ってくれえや、どうなってくるんかわから

んかもあるけど、やっぱり気持ちをきょう聞きたかったなという気持ちもあって言わせてもら

よんですわ。今やるとき、ジェイネットであろうと何であろうとどっかもしあったとしても、

それ以上のとこが来たらそれ以上にすりゃあよろしいが、見てから。一番ええとこがあった

ら。別にどれにこだわるこたあねえと思うんで。それはもう、別にこだわっとるわけじゃあ、

市長、ねえんでしょう。それも踏まえて答えてください、市長。 

 友實市長。 

○市長（友實武則君） 先ほども申しましたが、備作高校跡地については、備作高校が閉校し

て以来、大きな課題として赤磐市の中で活用についての課題解消について、歴代の市長も苦し

んできたということは私も認識しております。地域の人もこれを有効活用することを切望して

いるということも認識しております。これを解消するのが今回の大きな目的の一つであって、

なおかつこれが地域の活性化、そういったことに働けばなおいいと思っております。そういっ

た有効な提案をいただくことができそうなので、今回の施設の入手等をやっているところでご
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ざいます。10月17日を皮切りに公募はスタートしていくわけでございますけども、有効な提案

が提出されて、これをしっかりと公平性を持って審査いたしまして事業者を決定していきたい

と思っております。そういった中で、また新しい展開があれば、担当常任、あるいは市議会本

会議のほうへ報告しながら、これを積極的に進めてまいりますので、委員の皆さんも御協力を

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと済いません、待ってください。 

 もう一点、これはお願いなんじゃけど、今まで公開して、例えば今後のスケジュールで17日

までして、今度は11月の上旬に発表したとか、中旬に発表したときに、どういう状態でこうな

ったというのはやっぱりある程度説明してほしいわけ。指定管理したときも何かわからんよう

に、吉井のＢ＆Ｇじゃねえよ、吉井のＢ＆Ｇじゃのうてこっちのときの指定管理、何かようわ

からん、どこがどうなって、これは言えれんのんじゃ言えれんのんじゃというて何か隠したよ

うな感じじゃったな。それで、どうもこっちのほうがええんじゃねえかというて言うたとこは

行かず、こっちが行ったけん、やっぱり僕らも関心持っていきょんで、今度は市長、ぜひこう

いうことをやったときには、徳光さんも言われたようにするんじゃったら、公開を説明できる

とこまでしていただきてえと思う。それについてどう考えられとります、市長。 

○市長（友實武則君） この提案書について、提案者の了解が必要だと思うんですけども…

…。 

○委員長（北川勝義君） いや、それ、いつもそれ。 

○市長（友實武則君） それをある程度オープンにできるような形で、提案募集もしていけれ

ばと思っております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） それを言うんが……。 

○副委員長（佐々木雄司君） 委員長、よろしい。 

○委員（下山哲司君） よろしい。 

○副委員長（佐々木雄司君） 今ので。 

○委員長（北川勝義君） 下山さんが先じゃ、ちょっと待って。 

 下山さん。 

○委員（下山哲司君） 市長の話聞きょうたら、提案者のというて、提案してくれた人をほん

ならだしに使うてほかがあったら、ただだしか、その人は。そういう物のとり方もあるんじゃ

からな。だから、市長がこれなら大丈夫じゃから思うて始めたんなら、それ一本できちっと公

表できるように市長が立ち振る舞いすりゃあいいんじゃねえの。市長が金をもろうたり、へえ

からあれをするようなことがあったらそういうことはできんのかもしれんけど、何にもやまし

い気持ちがねえんだったら堂々とやれば、随契でもできるんじゃから。そういうことができん

ということがおかしいんじゃ。きちっとしたことができさえすれば。今そこへ施設しとる、勝
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央のコウシマトラオさんやこうどうするん。あんだけ悪う言われた方、今悪う言ようた者が銅

像建てえ言ようる。あの工業団地引っ張ってきて、勝央の、岡山県で今一番裕福な町じゃと言

ようる。議員、僕も友達つき合いしょうるけど、てっちゃん、議会で検討することがないんじ

ゃと言う、お金が自由な。あの小さい町に必要以上に税金が入ってくる。じゃから、そのとき

はどう思うんか知らんけど、自分の護身じゃなしに、一生懸命に本当に純粋にやっとったら後

から人が評価してくれるん。今一番大事なのは、本当にそのことに真剣に取り組んどるか。隠

したりふたしたりせにゃおえんようなもんがすりゃあせん。堂々とやったらええと思うん、あ

るんならよ。ないんだったら、なかなかこりゃ難しい、あの大きな提案になってきたんじゃと

思うん。あるほうがいい。僕はそう思うて、黙って今まで委員会、一言もこのことに触れずに

きたんで。きょうは出てくるんじゃろうと思うとる。それが出てこんということは、まだ何か

ふたをしとかにゃおえんもんがあるんかというふうにしか思えんのんよ。選挙前じゃあるし、

支援金でももらいてえんか、そういうことを思われるようになるんじゃ、ふたしょうたら。

堂々と出せばいいんじゃ、あるんなら。ないんならないというてはっきりしてほしい。それ答

えてください。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） 質問の意味を100％理解したわけじゃないんですけども、今説明させ

ていただいたことが現状の全てであって、この以上のことは今私どもの手元に情報はございま

せん。また、新しい情報等がありましたら、説明をさせていただきながら皆さんの御理解を求

めていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 市長、変なことを、ちょっと待って、さっきのあれで、回収のあれ

じゃ言ようたんじゃけど、公表したらこういう過程でこうなったというのは、業者のことがあ

ってというのはいろいろわからんことはねえ。じゃけ、この委員会だけぐれえ書類を、僕はい

っつも言う、配らせてもろうて、秘密会でもええ、それで回収してくれりゃあええと思うん。

ちょっとそれ。 

○市長（友實武則君） はい。 

先ほど答弁少し漏れてました、済いません。プロポーザル等が出てきたときに、これを当

委員会のほうへの御協議については、前回ふれあい公園のときにさせていただいたような形も

念頭に置きながら、なるべくそうじゃなくて公表できるスタイルでやっていければと思ってお

りますけども、提案者の御理解を得られなかった場合には、前回のような手法もとらせていた

だこうと思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ちょっともう一個。僕は、物すげえこれに期待しとるけえ、協力し
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ちゃりてえからという話をしょんで、誤解のねえ。このことだけは言うたほうがええ、このこ

とは下山さんと一緒じゃあ。足を引っ張っちゃろうというつもりで言よんじゃあねえわけ。え

え意味で言よんで、そこんところは御理解しとってください。 

 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 市長はそういうぐあいにおっしゃいますけども、プロポーザル

の内容であるとかを、プレゼンテーションをコンペの方式でおやりになられる会社さんが、こ

れはもうほかの企業さんに聞かれとうないんじゃっていうような、そういうような考え方って

いうのは本当にあり得るんですか。普通、民間企業でいいましたら、そんな考え方ないです、

はっきり言って。ないですよ。そういうことがないように、前のふれあい公園のときのよう

に、どういった内容の提案をされたのかというものは資料を提示してもよろしいというような

考え方を示していただきましたけども、要するにそれがどういうプロセスで決まったのかとい

うところのほうが問題であって。先般、東京都の豊洲の移転の問題、これについて検討委員

会、その次に建設委員会でしたか、２つの委員会があって、一番最初の検討委員会というよう

なものが２回目のところで覆されたというようなことの説明がある中で、じゃあ実際どんな議

論がその中でやられたんだっていうことを、そしたらちゃんと議事録持ってらっしゃったじゃ

ないですか。そういうような検討をされたんであれば、検討がわかるような議事録をきっちり

残していただいて、それを示していただければいいんです、我々議会、委員会に。そんときに

はのり弁にしないでくださいよ、のり弁に。そういう話です。 

○委員長（北川勝義君） 市長、今……。 

○副委員長（佐々木雄司君） そういう話ですよ。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木さんと同じ考えで言よんで、皆。こういうなんがあったらわ

かるように、じゃけ僕はただ見るほうが選ぶほうがわからなんだらいけまあと言うたら、徳光

参与が建設のほうも入れますけえて言うけど、建設じゃどういう意味で入れとん。僕は外部で

しゃんとした人がと思ようたんじゃけど、まあそりゃあ結構なんじゃけど。ぜひやり方は、市

長もいきいき交流のときのやり方にもなるかもしれん、そうじゃのうて、僕は、これはそう見

られて恥ずかしい、そう秘密はねえんじゃねえかと思うんで、できたら、もし最悪の場合は協

議会でもしてもろうて我々だけにはしてください。そうせなんだら、担当委員会が知らなんだ

というていうたら、ざまが悪いと言うたらおかしいけど、やっぱり思うんで、それは各関係市

町村とか同窓会の方は皆、吉井、旧吉井、それと赤磐市に任せますというて承諾もいただいと

んじゃから、やっぱりこれだったらオープンにしてあげなんだらいけんじゃねえかなと思うん

で。それで、これをやったために何か守秘義務があるじゃあ、ああじゃあこうじゃあというて

前の映画じゃねえけど、何やかんやそんなことで足を引っ張られることは嫌なんで、気持ちよ

うしていただきてえということ、それについては協力を拒まんのんじゃけえ、それをお願いし

てえと思うたんじゃ。よろしゅうお願いしますから。 
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○副委員長（佐々木雄司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 先ほど言いましたけども、議事録は残してください、その検討

のプロセスの。 

○委員長（北川勝義君） 議事録はねえかもしれまあ。 

○副委員長（佐々木雄司君） いやいや、議事録はとっていただいたほうがいいと思います。

オープンにならないんであれば、選考のプロセスが。議事録はとっていただいて、第三者から

の開示の請求があれば、それはこういうプロセスで選びましたよということがわかるようにし

ていただく必要があると思います。そうしないと、ブラックボックス化して、行政の中で何を

やってらっしゃるのかというのわからなくなっちゃう。それは、やっぱりそういうふうにして

いただく必要というものが私はあると思います。多分多くの市民の方もそういうぐあいに、行

政のあり方としてプロセスについてわかるようにしていただきたい。松田委員、わからないと

いうのはどういう意味なんですか。そういうことは必要だと思いますよ、それは。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員が言われた、市長、要約したら、佐々木委員は議事録を

とれということ、議事録って会議録でも何でもええ、メモ書きでもええんじゃろう、そりゃあ

我々はこういうことできたら答えていただけりゃあええわけで、これでおえにゃあ、最悪の場

合は協議会にかえてでも説明、この関係委員会で言うてくれ。市民のことまでという話じゃね

えから、開示請求してえ人は開示請求せられえ、黒塗りだろうと何だろうと。僕らも開示請求

してもええ。それよりこっちの委員会じゃからというのでしてくれということ、委員会じゃあ

納得いくようにしていただきてえということを言よんで。今開示請求のことまでは。そりゃ、

委員会じゃのうてほかでやってもらわにゃおえん、うちは委員会のこっちゃから。 

○副委員長（佐々木雄司君） いいですか。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） いやいや、委員長のおっしゃられるのは、委員会としてはそう

なのかもしれないんですが、ここに座っている委員としては、やっぱり市民の方々に開かれた

市政をつくっていただくために、行政財産というものがどういう経緯で移譲されたのか、契約

されたのかということを市民の方々に説明するためにも、やっぱり議事録というのを残してい

ただいて、ちゃんとしていただくように、行政としてあり方としてそうしていただくべきだと

私は思います。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木さん、ちょっと悪いけど、それはもう一般質問でもやるとか

ほかのことでやる。これは、委員会の中のやっていきょうることじゃから、ある程度言ようる

ことはわかる、議事録残したらわかるこっちゃけど。議事録できん場合をというて言わりょん

じゃけど、なるべくそうやりてえと言よんで、そこのとこはちょっと。 

 はい、下山委員。 
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○委員（下山哲司君） 今まで日にちがたってきた中で、どういうふうに皆さんが思うとられ

るか聞かれるわけ。 

○委員長（北川勝義君） そうそう。 

○委員（下山哲司君） 聞かれたときに、僕は、市長が、腹に持ってやると言うた以上は、そ

こから今は聞けん段階じゃから、市長がそのうちに公表されるじゃろうと、信じて待っとって

くださいという、私はそういうて聞かれて、皆さんに聞かれたのは答えとる。私が想像で皆さ

んに話をしたら、想像が違うとったらいけんから、今は何にもしゃべれません。しかし、その

うちにというのがこの委員会じゃと思うとったんです、用地が買える話になったんじゃから。

後は委員長に任しますわ。 

○委員長（北川勝義君） 先ほど私が言いましたように、総務文教常任委員会の管轄の所管に

ついて、プロポーザルでやられても、その経過を何者が入ってどのような、こういうなった

と、いろいろやり方によったら会社の方針であるというんもありますけど、これはそうねえん

じゃねえかと我々は思うとんで、会社とは違うんで、市のほうが判断して、もしこれは出した

らいけん、文書出してくれんじゃのうて、協議会に切りかえてくれえとかということでも一つ

の方法と思うんで、それが撤収していただきゃあ結構なんでやっていただきたい。協議会とい

うのは秘密会ですから、それは漏らさんようにしていただかにゃあおえんのんじゃから、それ

だけはわかっていただいて。 

 それから、今情報公開については、それは先ほど言うて、うちの委員会が所管しとるんであ

ろうと情報公開は情報公開に基づいてやられにゃあおえんから、うちが勝手に委員会でこれに

ついて情報公開、ここ出しなさいというのはちょっと不可能な話なんで、そこらも踏まえて。 

○副委員長（佐々木雄司君） 違う、違う、説明になってないですよ。 

○委員長（北川勝義君） それから、議事録もできりゃあやって、会議録のメモでもよろしい

んで。公表できたら別に問題ねえんで、お願いしてえと思います。 

 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ次に行きたいと思います。 

 皆さんにお断りしておきますが、本日もう昼食をとっておりません。時間的なこともありま

すが、12時が来ても終わりません。やらせていただきたいと思いますんで、それでよろしいで

しょうか。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○委員（下山哲司君） 委員長、１つもろうとんで、言わせてもろうてもええ。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） この分なんじゃけど……。 

○委員長（北川勝義君） これってどれなあ、どれなら。 
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○委員（下山哲司君） 不動産屋の宣伝と一緒のパンフレットみたいにしか見えんのんよ。全

然魅力がないん。じゃから、さっきもこれを出すんならもう一つ田舎の家と畑がついたような

の、こんなんができるという、２つぐれえついとれば、本当にそういうもんなんじゃと思うけ

ど、これだけ見ると何も魅力がない、そういう観点も必要なんじゃと思うんでそういう考え方

を。 

○委員長（北川勝義君） 田んぼでもついたらな。お願いでよろしいな。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） はい、わかりました。御意見ありがとうござ

います。 

○委員長（北川勝義君） 次に、総務部の説明を願いたいと思います。 

○くらし安全課長（中川裕敏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、中川課長。 

○くらし安全課長（中川裕敏君） くらし安全課から赤磐市総合防災訓練について説明をいた

します。 

 総務部資料の１ページをお願いいたします。 

 この訓練の目的につきましては、赤磐市地域防災計画に基づき、市民と参加機関がそれぞれ

の災害対応能力の充実と連携の強化並びに防災意識の高揚を目的として実施するもので、南海

トラフ巨大地震の発生により起こり得る最悪の事態を想定し、市民、町内会及び関係機関のお

のおのの役割を確認するとともに、多くの協定機関、団体の実動参加を得て総合的な災害対応

力の向上を目指すものとしております。 

 実施日時につきましては、11月20日日曜日９時から12時の間で、会場での受け付けを８時

30分から50分の間に行いますということで、後日参観の御案内をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 実施場所は赤坂ファミリー公園で、参加機関につきましては岡山県、警察、自衛隊、ＮＴ

Ｔ、中国電力、アマチュア無線連盟、日本赤十字社など、それ以外の多数の各種団体、それと

地元企業、地元自治会などの参加により行います。 

 被害想定につきましては、南海トラフを震源域とするマグニチュード９クラスの地震が発生

し、赤磐市内においては最大震度６弱を観測し、市内の全域において建物などの倒壊、車両の

衝突事故、火災など多くの被害及び多数の負傷者が発生しているほか、ライフライン施設にも

大きな被害が生じ、土砂崩れによる家屋倒壊等も発生していると想定を行って行います。 

 訓練内容につきましては、１ページの左下に箇条書きで書いておりますが、先ほどの被害想

定に対応するような訓練を計画しております。 

 一番上のシェイクアウト訓練についてでございますが、右側の２ページのほうをお願いいた

します。 

 シェイクアウト訓練とは、アメリカで始まった訓練で、安全確保行動として、まず低く頭を
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守り動かないという３原則を実践し、いざというときに素早く反応するために日ごろの訓練が

必要不可欠だと考えております。 

 そこで、総合防災訓練当日に赤坂ファミリー公園に参加できない方にも訓練に参加したい、

防災対策に取り組みたいという意志を示すことがシェイクアウト訓練に参加することによって

できると思っております。そこで、事前の参加登録を市ホームページの入力フォームでの参加

登録、もしくは登録用紙をくらし安全課に提出というようなことで多くの人に参加登録をして

もらいたいと思っておりますので、皆様方につきましてもよろしくお願いしたいと思います。 

 当日、会場へ訓練参観いただく方にもシェイクアウト訓練への登録をお願いしたいと思いま

すので、広報紙の配布にあわせて、また回覧もしくははせこみ等により周知を行いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと悪い、簡略に言うてくれ、書いとることやったら、時間ば

あかけてやらんでも。 

○くらし安全課長（中川裕敏君） それでは、11月４日の緊急地震速報と書いております。こ

れにつきましては、気象庁の発する件につきまして防災行政無線から訓練放送をするもので

す。これにつきましても、先ほどと同じように身の安全を確保する訓練を行うものですが、同

時に全国瞬時警報システム、いわゆるＪ－ＡＬＥＲＴの動作確認も行いたいと思っておりま

す。 

 以上、防災訓練等に関する説明でございました。 

 総務部の説明を終わります。 

○委員長（北川勝義君） 総務部のほうの説明が終わりました。 

 中川課長、今度は、長う言うてくれるのはええんじゃ、これだったら言わずにここへ参加団

体ぐらい書かれえ、ここへ、入れてから。今だあだあ言うてもメモできんのんじゃからな。 

○くらし安全課長（中川裕敏君） わかりました。 

○委員長（北川勝義君） 大体いつものメンバーじゃ、わかりょうるけど。 

 何か委員の皆さん質問ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで終わりたいと思います。 

 全員参加してください。よろしくお願いします。 

 次に、財務部の説明をお願いしたいと思います。 

○管財課長（小坂憲広君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○管財課長（小坂憲広君） 管財課から１件、報告させていただきます。 

 財務部の資料の表紙に書いております財産の交換についてでございます。 
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 資料を１枚はぐっていただきまして、１ページ目になります。 

 こちらのほうですが、都市計画課と管財課と一緒に進めております桜が丘西６丁目、８丁目

の幼稚園用地と桜が丘西５丁目の大和ハウス工業所有の土地との交換でございます。 

 進捗状況につきましては、昨年９月の総務文教常任委員会で報告させていただいた後、こと

しの３月と９月に桜が丘西６丁目と８丁目に対して、資料をもう一枚はぐっていただきまし

て、２ページ目につけております資料をもって区画割り計画の説明を行いました。町内会から

は、引き続き多目的スペースの確保についての要望がありました。その結果については残地を

残しておりますので、町内会の意向が反映できているということで御理解のほうをいただいて

おります。 

 今後につきましては、市と大和ハウス工業、それから連合町内会とそれぞれの役割を定めま

した協定を締結、それからその後に地積測量により面積を確定、その後に土地の交換契約の締

結、所有権移転登記と順次進めていく予定にしております。 

 具体的な内容ですが、資料２ページ目に交換により赤磐市が取得する部分の桜が丘西５丁

目、それから交換に供する部分、桜が丘西６丁目、８丁目の物件の所在を示しております。そ

の中で市が取得する土地、破線がありますが破線より左側になります。桜が丘西５丁目11－３

及び11－４の一部、２筆でございます。面積が3,731平米、評価の見込みが約6,150万円。それ

から、交換に供する土地、破線より右側になります。桜が丘西６丁目８－13の一部4,469平米

のうち約2,463平米、評価見込み額が約3,000万円、それから一番右にあります桜が丘西８丁目

15－１の一部、4,507平米のうち2,501平米、評価見込み額が約3,000万円、こちらのほうの合

計が6,000万円で、市としては等価交換として契約をするものでございます。 

 この数字につきましては、現在のところ机上での試算のため、今後現地測量で面積、それか

ら評価額についても面積が出ましてから……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっとどこら辺になるんな、よう説明してくれ、わからん、言よ

うること。 

○管財課長（小坂憲広君） まず、桜が丘西５丁目でございます。いきいき交流センターがあ

ります。その道を挟んで向かい側、今草が生えた空き地がございます。こちらのほうが大和ハ

ウスの所有となっております。 

 それから、桜が丘西６丁目につきましては、この空き地の向かいに清風いろは保育園があり

ます。清風いろは保育園の西側の空き地になっております。 

 それから、桜が丘西８丁目につきましては、８丁目の近隣公園があります。その向かい側の

空き地、桜が丘地域保育センターがあります北側の空き地でございます。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

 執行部のほうから説明が終わりました。 

 何か委員さん質問ありますか。 
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 はい、松田委員。 

○委員（松田 勲君） 予定を言われようたんですけど、大体いつごろをめどに交換になるの

か、大体でいいんですがわかれば、予定してるのか。 

○管財課長（小坂憲広君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 小坂課長。 

○管財課長（小坂憲広君） 今、都市計画課のほうが大和ハウスとの協議を行っております。

こちらのほうが交換の事務のほうを行っております。そのスケジュールの中でまだこれから詳

細には決まってないんですが、２月、３月ぐらい、年度内中には全て終わらす予定ではござい

ますが、なるべく早く終わらすように進めております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ちょっとええ、僕聞いて。 

 赤磐市は桜が丘西５丁目11－３、11－４を持って、こりゃ何するん。駐車場のどうのこう

の、町内会がどうのこうのという話を今しょうた、了解を得とるとか、という話をせなんだか

な。町内会の要望も出て確保しとるというて。この町内会というのは５丁目のところ、どこが

町内会なん。西５丁目じゃけん、５丁目の町内会か。 

○管財課長（小坂憲広君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） ５丁目かというのはええ、もうそんなこと。 

○管財課長（小坂憲広君） よろしいですか。 

○委員長（北川勝義君） 聞きょうるけん、答えて、どこなん。 

○管財課長（小坂憲広君） こちらのほうは西５丁目になります、土地については。 

○委員長（北川勝義君） じゃから土地はわかっとるがな、町内会というのは西５丁目町内会

かというて言よんじゃ。 

○管財課長（小坂憲広君） 町内会のほうに関係するのは６丁目と８丁目のほうでございま

す。５丁目のほうについては駐車場は今回……。 

○委員長（北川勝義君） 要するに交換する土地が33メーターとか、余ったそこが残るという

ことを言ようるわけか。残るけん、そこは地元の者に使うてくださいというて残したというこ

とか。 

 直原部長。 

○財務部長（直原 平君） 私のほうからですけど、６丁目と８丁目の２ページ目の図面にあ

ります赤い枠を囲んでいる以外のところ、６丁目につきましては30.5メートル、８丁目には

33メートルにつきましては地元の町内会のほうで、それからまたいろはの保育園のほうで…

…。 

○委員長（北川勝義君） 例えば６丁目というたら4,469平米ということ。 

○財務部長（直原 平君） そうです。そこの枠内、赤１筆が4,469平米で……。 
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○委員長（北川勝義君） ほんなら2,000平米しかねんじゃな、残ったのは、2,000平米残るん

じゃな。 

○財務部長（直原 平君） そうです。そこから引いていただいたもんの2,000平米が残ると

いう計算です。 

○委員長（北川勝義君） わかった、わかった。何でそれを６丁目に残さずに８丁目に残さに

ゃおえんのんならということを聞きてえわけじゃ、要望があるって。皆そりゃ、おめえそこが

幼稚園用地、学校用地、駐車場用地とかというてやってやるんじゃったらええけど、うちの財

産になるんじゃけん、大和ハウスが買いてえと言うんなら売っちゃってからもうけりゃよろし

いが、人口もふえるのに。何で、こりゃ。逆に言うたら吉井やったらこの土地は残しちゃって

くれ、ここは要るけん、地元の要望じゃというて残してくれるんか、聞かせてほしいな。どう

いうことで。それだけ前議員みてえなネオポリスの、３人ここでもおるけど、そねえなもんが

そんなもんじゃねかろうがな。議員同士でしょんじゃねん、意見あったら言うてくれえ、今わ

し確認とりてえ。その間に補正であるんじゃったら言うてくれてもええけど。 

 はい、直原部長。 

○財務部長（直原 平君） 桜が丘西６丁目、桜が丘西８丁目の公有地、行政財産で幼稚園用

地ということでございますけれども、８丁目につきましては連合町内会、６丁目につきまして

は６丁目の町内会のほうに契約をして使用していただいとった経緯がございます。ここで、新

たに市のほうから交換の条件を出したわけでございますけれども、３月の説明会の折、地元の

ほうから残していただきたいという要望がございまして、その関係でこれを分割して大和分と

公有地で残す、この２つに、そういうことで考えているということでございます。 

○委員長（北川勝義君） そりゃわかったっちゃ、そんなことは。じゃから吉井、赤坂や熊山

があったら残すんかって聞きょんじゃがな。それを聞きょんじゃがな。どうするんなあという

て、要望があったら。 

○副委員長（佐々木雄司君） そりゃ残さにゃいけんじゃろ。 

○委員長（北川勝義君） これが前例じゃからな、今こんなことをしょうたら、たまたまある

ときに使わせてもらうんじゃと、そこを。今、要望で使わせとんじゃと、またこれが必要にな

って市の財政じゃから、これははっきり言うてただで使わしょうるわけじゃろ、大抵。 

○財務部長（直原 平君） いろはについては使用料をいただいております。 

○副委員長（佐々木雄司君） 使用料払えば使えるんじゃな。 

○委員長（北川勝義君） どこがほんなら使よん。６丁目がいろはで使ようるわけ。 

○財務部長（直原 平君） そうです。 

○委員長（北川勝義君） いろはというたら私立の保育所じゃろうが。そねえなところが使う

のはええけど、そりゃ金をもらうん当たり前、６丁目じゃと言うけん、６丁目町内会は、ほん

ならその金はどけえ入りょん、６丁目町内会に入りょん。 
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○財務部長（直原 平君） いや、今のところは清風いろは、これの……。 

○委員長（北川勝義君） どこに入りょんじゃって、金が。 

○財務部長（直原 平君） 市にいただいております。 

○委員長（北川勝義君） 今度は６丁目町内会と契約しとって６丁目町内会の者が持ったんじ

ゃろ、契約しとったんじゃろ、それはただで契約しとったん。 

○財務部長（直原 平君） いや、今の段階で契約を行っておるものは……。 

○委員長（北川勝義君） してなかったんか。 

○財務部長（直原 平君） いろは保育園ということです。 

○委員長（北川勝義君） ほらみい、今しとるように言ようる。今回とは全然話が違うがな、

おめえ。 

○管財課長（小坂憲広君） 委員長。 

 今の現状のほうを説明させていただきます。 

 ８丁目の土地につきましては、１筆全部、連合町内会のほうに使用貸借契約しまして、お貸

ししております。 

○委員長（北川勝義君） 前がそうしとったんじゃな。 

○管財課長（小坂憲広君） そうです。今現在もそれがまだ続いております。 

 それから、６丁目のほうにつきましては、赤い分で囲んだ部分、こちらのほうが桜が丘西６

丁目町内会のほうにお貸ししております。それから、30.5とあります囲んでないほう、こちら

につきましては清風いろは保育園のほうにお貸ししております。こちらのほうは有償でお貸し

しております。 

○委員長（北川勝義君） ほんならいろはのところじゃねえ、６丁目町内会は関係ありゃへん

がな。 

○管財課長（小坂憲広君） ６丁目のほうと、現地に説明会に行きました。 

○委員長（北川勝義君） 今分譲しょうるところ、交換しょうるところは６丁目町内会で契約

しとったんじゃろうが。こっちは今度はいろはは使わんのんか。 

○管財課長（小坂憲広君） 残った部分につきましては、いろは保育園がそのまま……。 

○委員長（北川勝義君） 使うんじゃろう、いろはと契約せにゃ、６丁目は関係ありゃへんが

な。 

○管財課長（小坂憲広君） 町内会の要望としましては、今赤い部分で町内会が借りられとる

ところがなくなりますんで、少し町内会が使用できる部分をいろはに今貸しとる中で調整でき

ないかという要望がありまして、現在町内会のほうと調整しております。 

○委員長（北川勝義君） 何をふんふん言よんな。ほんならそれ区切りゃええが。今答えを言

え言ようる、小坂課長。吉井の場合こういうことがあったらすんじゃなというて言よんじゃ、

前例じゃから。赤坂もすんじゃなということを言よんじゃがな。何でもかんでも連合町内会、
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山陽じゃからやるというて、前おった澤議員と一緒じゃねえか、３分の１じゃけんこういうの

をせにゃおえんと、ふざけたことを言うな、おめえ。 

○副委員長（佐々木雄司君） いいですか、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 僕のほうからまた別の角度でお尋ねをさせていただくんです

が、私は常々ここの場所でとか、行政のほうのお答えとして連合町内会とか、どこそこの町内

会長がとか、区長さんがとかというような形で民意を代表して、その地域の声の総括みたいな

感じでお使いになられることに対して非常に違和感を持って不愉快な思いをしてるんです。と

いうのは、有権者一人一人市民ですから、その市民全ての者を、例えばそういうぐあいにおっ

しゃられるんであればアンケートであるとか、そういうようなものをおとりになっていただい

た結果、町内会のほうでこういったものが出てきておりますというようなお話をしていただく

のであればわかるんですが、そうではなくて何の根拠もなしに町内会長だ、区長だというよう

な形のところの声が出てくるというのは私は非常に違和感を持つんです。今回の８丁目の話に

しても６丁目の話にしても、ある住民の方々からは私は嫌ですわというような話もあるわけで

す。町内会の総意じゃないですよね。利用していらっしゃる方の中でこういうものを切り分け

していただいたら嫌だわとおっしゃられる方も住民の中にいらっしゃるわけです。そういう声

というのは無視ですか。答えてください。委員長、答えてもろうてください、そこを。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って、今佐々木さんが嫌じゃという者もおると、嫌とか

好きとかというのは町内会の代表者がやられよんじゃから、それについてどうこう云々言うこ

とはねえと思うんじゃ、前もっていきょん。ただ、僕が言いてえのは、佐々木さんの言うたこ

とも踏まえて聞いてくれりゃええんじゃけど、それ以外によそはするんか、どうするん。前例

というのを答えにゃいけまあ。せずにそれだけしていくというて、僕は桜が丘西の５丁目、こ

このところを確保するのはええこっちゃと思うとる。交換してもろうてえかったと思ようる、

前々から言ようる。そのうち駐車場になったらここを売ってもええし、例えばいうたら今太陽

光はいけんというて、環太平洋大学のソフトボール来るというたところがおえんというたとこ

ろの場所があるが。今知らん間にシルバーが置いたり、勝手に車をだあだあだあだあ、あがん

なことになるんじゃねえかということを言ようるわけじゃ。友實市長、岡山市役所にとめて岡

山市の駅前のところがあいとるからそこへだあだあ、町内会が言うたけん、駅前を町内会に貸

してくれというて、そんな話になりゃすまあがなというて言ようるわけじゃ。保育所じゃった

ら第一寄附者がすりゃええがな。いろは保育園がきちっとするとか。いろは保育園と契約し

て、町内会は町内会で５つ置きてえ、いつでもそのかわり市が交換するときには協力しますと

いうような前提を入れてつくりゃええが、いろはについても。いろはが何ぼじゃというて、も

らやあええがな。全部いろはにすんじゃったらいろはの中で特記事項でも書いて、覚書でもえ

え、この中の５台分とか、何かあるときはいろはさんに貸してもらいますよと、町内会が貸し
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てもらいますよと書いて。町内会には、例えばこの中の返ってくる、100万円か何か知らん

で、年間。例えば計算しやすいけん100万円としたら10万円分ぐらいは６丁目町内会へ出しま

すよぐらいなことがあってもええんじゃねんか、おめえ。西の８丁目やこう連合町内会でこん

だけ残してくれというて2,000平米残して、これ全部売っちゃったほうが赤磐市の財産じゃ

が、大変な貴重な財産じゃがな。こりゃもうええんじゃ、地元から要望があったら残すんです

よと、全部残すんです、吉井もあったら言うてくださいよ、いつでも残しますからというて言

うんじゃったらええよ。今計算式で評価額3,000万円じゃというて、はっきり言うて3,000万円

の価値が残っとるわけじゃ、こっち、何も造成せんでもあらでも。そんなことを言ようたら赤

磐市は6,000万円、１億円、何のことをしょんなら、大和に買うてもろうときゃええが、今度

は課税もできるんじゃから。 

○委員（松田 勲君） 等価の話で、６丁目と８丁目の話が出たときに全部上げたら損じゃね

えかというて、という話にしとった。 

○委員長（北川勝義君） 損じゃけん、これを町内会で残すとかというんじゃのうて、市で持

っとんじゃけど、この分は買うてもろうてもええんじゃという話をしょうるわけじゃ。 

○委員（松田 勲君） じゃから大和は買うつもりじゃねんじゃけど、交換してえって。 

○委員長（北川勝義君） そりゃわからん、契約してみなの話じゃ。 

○委員（下山哲司君） 委員長、よろしい。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） これは何も説明なしに……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと下山さん、先にわしが言う、一発きちいことを言うとく

け。これは悪いけどさっきどう言うたかな、小坂課長、どこと対応しょうると言うたかな、言

うてくれ。 

○管財課長（小坂憲広君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 小坂課長。 

○管財課長（小坂憲広君） ６丁目につきまして……。 

○委員長（北川勝義君） 違う、都市計画課、行政の話をしょんじゃ、どこの対応な。 

○管財課長（小坂憲広君） 都市計画課で。 

○委員長（北川勝義君） じゃから都市計画課は知っとんじゃろうが、産業の産建でこういう

ことがあってこうやりょうる、進行のを知っとんじゃろ。我々はきょう、今聞いたようなもん

じゃ、進行を、この分けるのはな。それまで交換するのは言うとるよ、交換するとかというの

は。交換するのは言うとるけど、半分残してやるとか、いろはでその土地を貸すんじゃとか、

何ぼしょうるじゃと、こんな詳しい話を聞いたのはきょう初めてじゃが、詳しいのは。 

○委員（光成良充君） 出ましたよ。 

○委員長（北川勝義君） どねえ出たな。 
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○委員（光成良充君） 半分ずつ交換するって。 

○委員長（北川勝義君） 半分ずつ交換する、交換はええんじゃ、残った土地を連合町内会へ

貸して使うてもらう、いろは保育園に貸して使う、それは出とるか。 

○委員（松田 勲君） 詳しい話はしとる。 

○委員長（北川勝義君） いや、出とる、ちょっと議事録出してくれ、出とりゃ、出てねえ。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○副委員長（佐々木雄司君） 暫時休憩。 

市長、ちょっとこっちやりょうるから、手ぱっぱぱっぱ挙げないで。 

○委員長（北川勝義君） 暫時休憩します。 

              午前11時53分 休憩 

              午後０時３分 再開 

○委員長（北川勝義君） 再開します。 

 今の６丁目のところの残ったということで、両方じゃけどもう一度契約の内容、連合町内会

とか、６丁目町内会でしとんのは、いつでも市が用途を必要としたら無償で返還するとかとい

う話になっとんかどうかというのが１点。 

 それから、桜が丘だけじゃのうて、赤坂、熊山、吉井、山陽やこうも対応できるんかできん

のんか、するんかせんのんか、これが前例じゃから、これつくったら、やらにゃあおえんのじ

ゃから。たまたまあいとるけん使うてくれというのはええよ。 

○管財課長（小坂憲広君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○管財課長（小坂憲広君） 町内会、それからいろはとの契約でございます。 

 桜が丘だけでなしに、全部の市の財産、土地を貸してるところに共通するんですが、全てに

おいて何か市がすることになればお返しくださいという条件はどこに対しても付しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） いつでも払うということじゃな。 

○管財課長（小坂憲広君） はい。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 例え話じゃけど、備作高校の運動場があったときに周匝地区の方がグ

ラウンド・ゴルフをするからきれいに管理しちゃるけん使わせてくれというて県に言うたんじ

ゃ。どう言うたん、だめじゃ言うた。何でだめかというのはわかっとる話じゃ。権利ができた

ら困るから貸さんのん。これも一緒なんじゃ。学校用地であいとるけん貸したで、権利ができ

たから半分残すやこう聞かにゃおえんようになるん。物の考え方を間違うとんじゃ。基本は県
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やこはきちっとしとるが。じゃけど、それは市と市の話じゃからあいとれば利用すればええ。

じゃけど、そこへ利用した者の権利が発生すること自体……。 

○委員長（北川勝義君） そねえなもん配りょうてやるんじゃったらやれえや、おめえが明日

までかけて。 

○委員（下山哲司君） そういうことにも問題がある。あいとるときには使ってくださったら

ええいうてようるん。 

○委員長（北川勝義君） どこを見て書いとるというんな、どけえ舟橋に貸してというてなっ

とんな。 

○財務部長（直原 平君） いや、そねえなことは。 

○委員長（北川勝義君） どこへ出とんな、言うてみい、おめえ。こねえなものを配ってどが

んすんな、このあほが。 

○委員（下山哲司君） もうちょっと物事を慎重にやるべきじゃと思う。 

○委員長（北川勝義君） 誰が配れ言よんな、わしが見てこいというて、配れというてするん

か、おめえが配れ、これから、やれ、今度はずっと。局長もやれ、これから。今言よんのが…

…。 

○財務部長（直原 平君） 回収させていただきます。 

○委員長（北川勝義君） 返さんでもええ、置いときゃ、こねえなもん書いとりゃへんがな、

どけえいろはの舟橋理事長に貸してというて書いとんな。そねえなことも書いとりゃへんが、

何も。誰も配れと言ようらなあ、おめえが配りょうるだけじゃ、部長が配ってせえ、責任持っ

て、これから、やれえ、おめえがこれから皆。 

○委員（松田 勲君） どっちなん、配ってもええんかな。悪いんかな。 

○委員長（北川勝義君） 配れえ言ようりゃへんがな、配りゃええがな、直原が思うたように

やってみりゃええがな。直原が段取りしてやれえや、おめえ。どけえ書いとるかやれえ。見て

こいというんと違おうがな、なめしまいやがってから。 

○財務部長（直原 平君） 済みませんでした。 

○委員長（北川勝義君） どこへ山陽いろはというのを書いとる、それ今見たまま書いとるや

つを事務局長説明してくれ、執行部説明してくれ、いろはの舟橋が、説明してくれ。説明して

くださいよ。今度はよそのところは、吉井はどうなるんな、あいたところは。あいたところは

どうなるん、よそはくれるんかくれんのんか、どうすんな。そりゃどうなっとん、答えてく

れ、直原君答えてくれ。 

○委員（松田 勲君） 貸してくれるかどうか。 

○委員長（北川勝義君） 貸してくれる、土地がありゃ貸してくれる。 

○管財課長（小坂憲広君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 小坂課長。 
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○管財課長（小坂憲広君） 先ほど説明させていただきました、市の土地や建物を貸すときに

は、必ず何かあった場合には、市のほうがするということになればお返しいただきますという

ことを条件にこちらのほうはお貸ししておりますんで、地区からそういうたまたまあいた土

地、ここもそうです、たまたまあいた土地があったんで……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って、小坂さん。桜が丘西８丁目のときにはソフトした

りするときに要る、駐車場が要る、これはこれでええんじゃ。これじゃったらここのところは

舗装しちゃるとか、砕石でもきちんと使えるようにしちゃりゃええんじゃ、そうさせてもらい

ますから、連合町内会の話じゃのうて赤磐市がすりゃあええんじゃということを言よんじゃが

な、責任持って。連合町内会がやったときに勝手に車がねえけん、連合町内会の許可を一々も

らわず勝手にとめよんじゃろうが、違うか、許可をもろうてとめようるか。そうすんならそう

いうのをぴちっとせえということを言ようるわけじゃ、連合町内会へ。何でおめえ、桜が丘８

丁目だけ連合町内会が出てくるん、出しゃばって。８丁目町内会でええじゃねえか。公的なこ

とがあって、駐車場が使いてえけん連合町内会が出てきとんじゃろうがな。じゃったら、純粋

な所期の目的に基づいて残ったところは駐車場に使うんですよというてぴちっとすりゃええん

じゃねえか、違うんか。あんたらの思いどおりやるんか、教えてくれ、違うんか。何かおかし

いか、わしの言ようることは。別に連合町内会は野球やソフトをするけん、駐車場が要るから

ということで連合町内会がしとんじゃろ。そのときしたんかどうか知らんよ。市長、答え、何

なん、直原君。 

○財務部長（直原 平君） ８丁目の……。 

○委員長（北川勝義君） ８丁目やこうでそういうなところをするんじゃったら、そこへ置い

といてくれというて置いとって駐車場使うのは別に悪い言ようらん。ただ、駐車場というたら

個人が持ってきて駐車場みたいなとれるじゃねえかということを言ようるわけじゃ。どこでも

公園がありゃ公園の駐車場使うてもええんじゃ、そこへあるんじゃから、それを使いてえとい

う、ぴちっと……。 

○委員（松田 勲君） 駐車場がないん。 

○委員長（北川勝義君） 連合町内会じゃのうてぴちっと使やあええがなと言よんじゃ。 

○委員（下山哲司君） ないんじゃったら売っちゃおえんが。売るんと一緒じゃが、交換も。 

○委員（松田 勲君） じゃから必要な分だけ残す。 

○委員長（北川勝義君） 違う、残りの部分だけ連合町内会じゃのうて赤磐市が管理して赤磐

市が舗装してでも置いといちゃりゃええがなということ、使うならその用途に使やあええとい

うことを言よんじゃ、はっきりしとる話じゃがな。いろはじゃったらいろはのほうで、いろは

が使うんじゃ、いろはで契約すりゃええがなというて、６丁目町内会で契約する必要はねえじ

ゃねえかという話をしょんじゃがな、どうしてな。 

○財務部長（直原 平君） また同じことを言うとるかもしれませんけれども、桜が丘西６丁
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目につきましては、いろはと現在交渉中でございまして、委員長がおっしゃいますいろはに一

旦貸して、その中でまた町内会へも利用してもらうという話も出ております。 

 それから、８丁目につきましては、多目的の広場が目の前にございまして、そこでサッカー

等が行われているわけでございまして、そこの駐車場を確保してほしいという要望もございま

して、今の分割といたしたというところでございます。 

○委員長（北川勝義君） じゃから、目的に合わせて駐車場にするんじゃったら多目的からそ

このところを舗装して駐車場にすりゃええんじゃがなと言よんじゃ、それ赤磐市が持って駐車

場、別にどうっちゅうことはねえがなという話。何で連合町内会がせにゃいけんのんならとい

う話をしょんじゃがな。おめえおかしいんじゃねえか。 

 それから、おめえ11－３や11-４を交換して3,700平米したと。じゃけど、もうちょっと頑張

って、全部いろはのほうが要らにゃいろはを全部出しちゃって、こっちをもらやあええんじゃ

が、もっと。わからんかな、言ようること。もっと図面からいうたら２番のところを左へふや

しゃええんじゃがな。あれも大分あいとろうが、まだ。あそこやこう持っときゃいきいき交流

センターもええし、それから何をするんでもでえれえええ土地じゃ、生きた土地にならあや。

別にいろはの邪魔をしちゃろうとかという話じゃねんじゃ。直原君聞いてくりょんか、おい。

保育所が学校法人ほんじゃ何なら一番というたら、第一寄附者じゃからいくんじゃから。そん

なことわかっとんじゃろ。自分が経営するところは自分のところが土地持ってやらにゃおえん

のんじゃけん、自分がやらにゃおえんのんじゃから、はっきり言うて。人がするんじゃねえん

じゃから。これおめえ岡山の街じゃったら貸しゃあへんで、借りてえ者はぎょうさんおるか

ら。個人で貸しょんじゃねえけん、公営的なと言やあ公営的なけど、やっぱり考えにゃおえん

のんじゃねえん。僕が言いたかったのは、くでえけど、これどうなるかこれからよ、都市計画

のほうばあが前行っとるということが言いてえわけ。これやるんじゃったらうちのほうももっ

と説明、直原部長が鬼の首をとった議事録読んでみい、議事録最初から最後、どけえ言ようる

ことが書いとらあ。 

○副委員長（佐々木雄司君） いいですか、委員長。 

 今お渡しいただいた参考資料を見させていただきましたけども、参考資料の中でも今と同じ

ような……。 

○委員（松田 勲君） 紙もらってないのに。 

○副委員長（佐々木雄司君） いいじゃないですか、別にもらえばいいじゃないですか。 

○委員（松田 勲君） おかしいじゃん、そりゃ。委員長が配るなって言ったのを自分だけも

らって、そういうのおかしい。 

○副委員長（佐々木雄司君） 参考資料じゃないですか、何がいけないんですか。どうすりゃ

いいんですか、これ。 

○委員（松田 勲君） 僕らもらってねえのに自分だけもろうてしゃべるのおかしかろう。 
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○副委員長（佐々木雄司君） そんなことねえでしょ。何がおかしいん。 

○委員長（北川勝義君） 悪いのは直原部長が悪いんじゃ、わしが配れと言ようらんのに勝手

に配るから。 

○副委員長（佐々木雄司君） 何で僕が悪いんですか。言うのは向こうじゃないんですか。 

○委員（下山哲司君） 委員と委員がやりおうてどうすん。 

○副委員長（佐々木雄司君） 何がおかしいんですか。僕は参考資料見てるだけじゃないです

か。 

○委員長（北川勝義君） 今の言うたことのもう一遍説明を、連合町内会へ桜が丘西８丁目を

貸すんじゃ、今後考えてもろうて駐車場用地とするんじゃったら駐車場用地として赤磐市が管

理すべきじゃねえかというて話をしょんじゃ、それをどう今後考えられるか、市長か、直原部

長が言われるんなら部長でもええ、どう考えるかというのが１つ。 

 それから、６丁目町内会へ又貸しをさしょうるような話になるんじゃおかしいんじゃねえか

と言うん。いろはに貸すんじゃったら公益的なところもあるけんいろはに貸すとかこれにする

とか、ぴちっとしてもらわにゃおえんというの。 

 それからもう一個は、５丁目のところの土地、11－３と11－４の3,731平米を持っとるけ

ど、もし残って交換しちゃるというたらいろはのところまでしてこっちをふやしてもええんじ

ゃねえかということを言いたかったん、わかった、今３つ言ようること。何遍も同じこと言わ

すなよ。立て板に水じゃねえ、腹立ってしもうてから。肝心な議事録じゃ議事録じゃ、配るけ

んじゃろうがな、勝手に。勝手に配るけんじゃろうが、おめえしゃんとせんけん。 

○副委員長（佐々木雄司君） 委員長、いいですか。 

○委員長（北川勝義君） 答えてもらう、先。 

 市長が答えにゃおえんのじゃねえんか、こういうことは、おめえ。直原君ができるんか、駐

車場、多目的のというて。 

○財務部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 直原部長。 

○財務部長（直原 平君） 済みません、２番目の保育園の又貸しとか、そういうことになり

はしないんかということでございますけれども……。 

○委員長（北川勝義君） なるがな。 

○財務部長（直原 平君） これにつきましては、保育園のほうと、それから町内会のほうと

……。 

○委員長（北川勝義君） 又貸しじゃがな、又貸しというんじゃ、それを。 

○財務部長（直原 平君） いやいや、区域をまた分けて……。 

○委員長（北川勝義君） 又貸しじゃろ、そりゃ。 

○財務部長（直原 平君） やっていただけないかという協議は今しておるところでございま
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すんで、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） 直原部長、おめえ何を言よん。小坂課長が聞いて言わなんで、前回

は、松田さんがいろはじゃ言うけえ、いろはかどっちじゃったかなと思うただけで、前回はい

ろはにしとったんじゃと。今回は６丁目町内会が、どっから６丁目町内会が降って湧いたんな

という話をしょんで、実際はまたいろはに貸すんじゃというたら又貸しじゃがなという話をし

ょんじゃがな。それを又貸し言わんで何というんな。 

○委員（松田 勲君） 用地を全部幼稚園じゃなくって線引きをするということじゃろ。 

○財務部長（直原 平君） そうです。 

○委員長（北川勝義君） そりゃ今言い出しただけじゃがな、その前言やあへんがな、おめえ

何が言うたん。それこそテープを起こしてみい、何が言うたんな。 

○委員（松田 勲君） 又貸しじゃないよということじゃろ。 

○副委員長（佐々木雄司君） 挙手で。 

○財務部長（直原 平君） ６丁目の公有地につきましては、分割した後で町内会と清風いろ

は保育園との間で又貸しにならないように分割の方向で考えて今協議をしておるところでござ

います。 

○委員長（北川勝義君） 今初めて言よんじゃがな。 

○財務部長（直原 平君） 済みません。 

○委員長（北川勝義君） 小坂課長そう言うたか。 

○管財課長（小坂憲広君） 済みません、説明不足で申しわけございません。部長が言ったと

おりでございます。 

○委員長（北川勝義君） 言うたとおりじゃ、今言うたからそう言よんじゃろうがな。何を言

よんなら、ふざけた話をするんじゃねえわ、おめえ。 

 市長、連合町内会のことはどうするん、８丁目は。これ直原君が答えれるん、多目的にする

というたら。連合町内会と契約して連合町内会がその権限を持ってやるん。 

○市長（友實武則君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） 西８丁目のもともとの土地の利用形態が連合町内会と管理の委託等を

行っていたところでございます。そして、新しく半分が大和に交換ということで、残った土地

については委員長おっしゃるように公園に附属する駐車場としての管理というのも必要かと思

います。この辺を連合町内会とも協議しながら、その後の管理のあり方については適切に管理

できるよう措置いたします。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長、ちょっと待って。よそはどうしてくれるん。ネオポリス

はここだけじゃのうて１丁目もあるかもしれんし、それから逆に言うたら吉井やこうの場合で
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あったときは貸してくれるんかというて言よん。町内会へ貸したり、個人にできるんかという

て、そりゃ。ネオポリスだけ特別扱いじゃねえかという話をしょうる、学校用地じゃからとい

うて。とれるんでということを言ようるわけ。今後検討してくれりゃええけど、納得いきにく

い。 

○委員（下山哲司君） よろしい。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） さっきから言ようるように説明不足なんじゃろう、隣に公園があるか

ら公園の駐車場がねえから、これは残さにゃいけんのじゃとか。 

○委員長（北川勝義君） そうそう、そう言うたんよ、管理者がな。 

○委員（下山哲司君） 隣に保育園があって保育園の駐車場用地が必要なんじゃとか。町内会

が言うたからするんじゃという話にはならんよ、それは絶対。そういうことのさび分けがきち

っとできて説明できんから、そういう問題、トラブルが起きるんじゃが。聞きょうたらおかし

ゅうてかなわんもん、話が。でたらめじゃが。町内会が言うたからというて市の土地を貸すよ

うにはなってないんじゃ。公営用地なら町内会のためにつくった公営用地なんじゃから、町内

会が自由に使えばええ。学校用地というて書いてあるものを何で町内会の意見を聞かにゃあな

らんの。そのことが間違いなん。赤磐市としてここには公園があるから公園の駐車場と兼ねて

して必要なんですよと、そういう説明してくれればええんじゃ。その辺がきちっとできんから

こういうトラブルが起きるんじゃ。 

○委員長（北川勝義君） 市長、さっき言われたことを……。 

○委員（下山哲司君） それは仕事不足よ、あんたらの。きちっと。 

○委員長（北川勝義君） もう一遍、下山さん。 

○委員（下山哲司君） 最初からやり直しさせえ。 

○委員長（北川勝義君） さっき言うたことをぴちっともう一遍説明。 

○委員（下山哲司君） やり直ししよう。 

○委員長（北川勝義君） わからん言ようること。 

○市長（友實武則君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） もともと学校用地ということでございますが、学校用地としての利用

が望まれないことから地域との合意形成の中でここを公園に附属する駐車場、あるいは地域の

方々が集まるところというふうな形で、自治連合あるいは町内会に協定のもとでお貸しをして

おりました。そこの土地を５丁目の土地を市が入手するために一部分交換をするということ

で、それぞれの町内、あるいは連合に、市の土地でございますけども、こういうことで面積が

減っていくことを説明させていただきました。そうしたところで、８丁目については公園を利

用する方々の駐車場として活用できるように残してほしい、それから６丁目についても保育園
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の関係の駐車場、あるいは町内でイベント等を行ったときの利用がこれから先も望まれること

から、ある部分残してほしいということから今の形を提案して合意に達したところでございま

す。そして、土地の交換をするということに同時並行的に残った土地の管理方法について適切

にこれからまた協議をしながら管理方法を決めていこうということになろうかと思います。こ

ういった経緯のもとで土地の交換が実現するような運びになっております。そういったことで

総務文教委員会に説明が不足していたということについては深くおわびをしながら、御理解、

御協力をお願いしたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。 

○副委員長（佐々木雄司君） ちょっと僕、先言わせて。委員長、いいですか。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） ごもっともな言い方をされますけども、赤磐市、行政さん勘違

いされとんじゃないんですか。冷静になってよく考えてくださいよ。町内会がお祭りをする駐

車場が必要じゃから教育用地として取得している土地を一般財産にして売り渡したり、切り渡

したり、そういうことをするようになっとんですか、普通。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） そんなもんにはなってねかろう。 

○委員（下山哲司君） ５丁目に土地を取得するのに必要なというて必要な理由が何か聞いて

ない。 

○委員長（北川勝義君） 駐車場じゃ。 

○委員（下山哲司君） 必要な理由を。 

○副委員長（佐々木雄司君） 駐車場をするんでしょ、お祭りの。 

○委員（下山哲司君） 取得するためと言われたら、僕はまた疑問が湧いてくる。何に必要な

から取得するんかなと思う。疑問が湧かんように説明してもらわんと。説明してもらうたびに

疑問がふえる。それから、それ違おうと言われるような説明したんじゃ説明したことにならん

じゃろ、市長。その辺をきちっと踏まえて説明してくださいよ。じゃから、絶対に町内会が言

うたからするんじゃないんじゃ。公園じゃないんじゃから。赤磐市としてここに必要なんで

何々にこれを残さにゃいけんのじゃと、大和ハウスが言うけど、半分は残さにゃいけんのじゃ

という説明をしてくださいよ。そうすれば、ほんならよそもするんか、ここもするんかという

話じゃない。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと、下山さんええ。僕が一番正しいと思うて僕は言よんじゃ

けど、学校用地どうのこうの、第一寄附者もええんじゃ、学校つくるからというて大和が寄附

してくれた土地じゃ。学校にせにゃ許認可がおりんからこうやってやったんじゃ、これ。これ

だけのもんじゃ、話は、誰が言おうと間違いねえ。今度はそれのとこは学校ができなんだ、思

うたよりふえんから、要らんから、ほんならこっちにするという、それもしとってええんじ

ゃ、交換しても、交換できて全部できりゃ。じゃったら大和がこの場所がええけん交換してく
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れというだけで、大和の言いなりじゃのうて、我々のほうが、例えばネオポリスの前は環太平

洋大学が来て今許可持っとる駐車場じゃねえ、関係じゃという、あそこのとこでもしてもらや

あええが、開発してもろうたら東のほうがようならあ、また。一つの開発の話よ、言ようるこ

とわかりょうらん、市長、場所が、場所はわかりょんじゃろ。ここのとこはいろはが借りてと

かみんなが借ってあったとこは置いときゃええ。こっちも全部出さんでも、逆に言うたら駐車

場全部使わせてもええわけじゃ、極端な話、そりゃええんじゃけど、市の中で決めて。僕は逆

にとりょうて、いきいき交流センターの中で来たときにイベントやいろいろするときに駐車場

が必要じゃということで確保する、それもええんじゃそりゃ。できたらそれよりもっともっと

こっちで過疎で二、三軒が残っとっておえんようになったとこ、あそこまで買いてえけん、市

のところへ何かしてえけん、将来的なことでしていくというんじゃったら、思いつきで言やあ

例えば市民ホール建てたんじゃとか、例えばの話よ、でたらめの話じゃけど、市の庁舎でもえ

えわ、そういうときに余り汚うなっとるけんしてんじゃというてだんだん攻めていくためにこ

ういってくりょうるというんじゃったらわかるよ。じゃから僕はこんな土地があるんじゃった

らこっちへまだもうけりゃあええじゃねえかというて言いたかったわけじゃ、僕はだんだん攻

めていけというの。何らかの目的がなかって、大和の言いなりじゃねえと思うけど、僕はそこ

らが、皆どう思うか知らんけど。ＵＳＳが移転のときに僕は、おえなんだら削除してくれ、は

っきり言うたん。会長も来られたときに、ハットリさんが来られたときに、山田さんが議長の

とき、佐藤さんが総務委員長。片手ぐれえ5,000万円ほど寄附してくれと言うたんじゃ、赤磐

市へ。しますと言うたんじゃ、気持ちよう。延び延びになって、結果的にはしてもらわなんだ

がな。僕はくでえからそればあ言よん、顔見りゃ、前の会長が死んだけん。今と同じこと、こ

れと同じこと。ネオポリスの人が３人おるんじゃろ、ここまで全部開発であそこをきれいにし

てもろうたらようなろう、そういう目的で行きょんじゃったらもっとふやしていきゃあえんじ

ゃねえんかと思うて。いろはのために残すとかというのはおかしいということを言よん。赤磐

市がいろはがなけりゃかわりに保育所をつくらにゃおえんから、準行政じゃというんで置いて

いくんじゃという考えじゃったらええ、そこらをはっきりしてもらいてえと思うたんよ。それ

じゃけえみんな言よんよ。そしたら、今下山さんの言うた話で、吉井で土地があったらこんな

んしてくれるんかやこ言やあへん、僕は皮肉で言よんじゃ、はっきり言うて。おえんとかと言

よんじゃねえんじゃ。 

 それから、今行政は偏ってしもうてネオポリスが議員さんが多いんかもしれんからネオポリ

ス、住民じゃ言うて。ネオポリスにカメラつけるのは総務の関係で全部ネオポリスネオポリス

というて、多い過ぎるど、何でも。前やめた議員さんやこ、これもおえなあ削除で、ネオポリ

スというたら。ネオポリスは赤磐の３分の１じゃからというて、強えんじゃけん、吉井やこ

10分の１、ばかにするんもええかげんにせえというて、吉井がなかったらできなんだ、土地も

のうて、広域農道でも吉井がなけりゃできんのじゃ、受益面積がなかったら、いろいろなこと
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があるんじゃ。きのうきょう来てからそねえなことを失礼な話じゃ、わしは63年間この吉井町

で生きとんじゃから、言いてえわ。ちいとは考えんとおえん。そういうことをぴちっと説明し

てくれんけん、いろんなことが疑問点で出てくるんじゃ。ネオポリスの人はええと言わあ、そ

りゃ。 

○副委員長（佐々木雄司君） ええ言うてねんです。してもろうたら困る言ようる人が。使い

づろうなるから狭うなるから嫌じゃと、そんなことせんでくれと言ようる人もおる。 

○委員長（北川勝義君） これ市のもん、学校用地じゃからな。 

○副委員長（佐々木雄司君） 今使ようる人はね。 

○委員長（北川勝義君） 僕は変なことを言うたんじゃけど、部長、必ず下山さんが言ようる

こと、必要なときは無条件で出ていってもらうと僕は言うたけど、それと同じことを言ようて

も実際あったら出ていかんのんじゃ。例えばごみのところと倉庫を１個ぼんと置いとったでし

ょ、民間が。出ていくときは移転費を出さにゃおえん、撤去費を。ただじゃおえんけん、言う

ても結果的には要るんじゃから、そういうところは考えにゃおえん。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 普通の若い人が働く人が家を建てて住んだら、１軒の家で大体60万円

ぐらい税収が入ろう、60万円ぐらいじゃないん。あけておいとくよりは大和ハウスが全部家を

建ててしちゃると言うんなら、全部家を建ててもろうたほうが税金がようけ入る。 

○委員長（北川勝義君） こっちへふやしゃあな、土地を。こっちへもらやあええというこ

と。 

○委員（下山哲司君） 言い方をかえりゃあ、選挙のためを思やあ駐車場にしておきゃあええ

けど、本当に赤磐市の税収のことを思うんだったら全部家にしてもろうたほうがええ、家を建

ててもろうたほうが。そういう考え方も出てくると言うんよ。じゃからスムーズにきちっと話

をしてスムーズに説明が終わってすっと終わるようにせなんだら、言ようりゃ切りがねえで。

家を皆建ててもろうてから１軒に60万円税金入れてもろうたほうがええが、赤磐市は。 

○委員長（北川勝義君） 下山さん、ええか。 

 今下山さんのそういう意見も出ております。とりあえずこればあでずっとやりょうたらあれ

になるんで、嫌な人もおられるとか、利用が便利が悪いと言うけど、学校教育施設であったり

いろいろあるんじゃからそこのところは任せとる行政のトップが、市長がやられるということ

でおえんとかというんじゃねえ、もちろんこれが大和じゃねえ北川ハウスというところへする

と言うたらちょっとおかしいで、大和にせにゃあおえんのは当然わかるんで、今後話ができた

らこっちこっちへ攻めていってもらやああそこの交差点がきれいになるということを、それを

目的で言よんじゃ、早い話が。東も一緒に言よんじゃ、東も大和が要りゃあ開発してもらえと

言ようるわけじゃ、そのかわりこっちを。 
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○委員（下山哲司君） もうそのこと言うたんじゃけえ、あとまとめりゃええが、もう。 

○委員長（北川勝義君） それで、言い方は悪いけど、10月の委員会じゃから今度は11月のと

きにもっとわかるように、こういう考えでこうしたんですというのをぴちっともう一遍説明し

てください。これでおえんとかという話じゃねんじゃから。都計のほうがするんなら都計も連

れてこられえ、そりゃ。来てから説明してもろうて、こういきてえからというてやってくださ

い。市長、よろしいな、それで。 

 それでは、他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで終わりたいと思います。 

 次に、教育委員会に入りたいと思います。 

 それでは、教育委員会のほうの説明をお願いします。 

○学校教育課長（石原順子君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、石原課長。 

 ちょっと手短に言うてえよ、読むとき。 

○学校教育課長（石原順子君） わかりました。 

 では、学校教育課から２件御報告いたします。 

 まず、第１点目、平成28年度全国学力・学習状況調査の結果についてです。 

 １ページ、２ページをごらんください。 

 １ページは先月山陽新聞に発表された全国学力・学習状況調査の概要についての報道資料で

す。そこに平均正答率の表がありますが、わかりやすいように２ページに少しまとめてありま

すので、２ページをごらんください。 

 ゴシック体のものが平成28年度の結果、括弧書きになっているものが前年度平成27年度の結

果です。 

 小学校では国語Ａ、算数Ａの基礎を中心に全国平均正答率との差を大きく縮めております。 

 (2)中学校ですが、赤磐市国語Ａが全国の平均と並び、数学Ａは全国平均正答率を上回って

おります。特に基礎、基本の部分で成果が出ていると考えております。 

 ２のほうには同一児童・生徒による経年変化の記録を載せております。上の段は平成28年

度、小学校６年生の児童が４年のときの資料と比較したもの、また下の段がことしの中学校３

年生の生徒が４年前、平成25年度の調査のときと比べてどのぐらい伸びたかというものです。

いずれにしても伸びが大きく見られます。 

 全国学力調査については報告は以上です。 

 続いて、資料はありませんが、市内小中学校の状況について簡単に御報告いたします。 

 赤磐市内の小中学校につきましては、先ほどの全国調査にもありますが、基礎、基本の徹底

ができているとおり、非常に学校での落ちついた生活を進めることができております。 



- 49 - 

 今回は中学校について、幾らか御報告いたします。 

 全体としては落ちついて学校生活ができており、特に中学校３年生については２学期になっ

てから高校受験という新たな目標ができて学習に気持ちが向いております。その一方、幾らか

の中学校においては数名の生徒が教室に入りにくい者もおります。ですが、そうした生徒に対

しては、現在あきの教員であるとか、別室指導員という者が対応して個別に話を聞いたり勉強

を教えたりという対応ができております。また、校外においても自転車の２人乗りであると

か、喫煙等の問題行動が見られます。これについては、引き続き必要な指導を続けつつも保護

者と連携、また地域とも連携しながら指導を続けているところです。 

 学校教育課からは以上です。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） それでは、斎富南方地区圃場整備事業に

伴う試掘確認調査について御説明させていただきますので、お手元の資料の３ページをお開き

ください。 

 この試掘確認調査につきましては、平成30年度から事業予定の斎富南方地区圃場整備に先立

ち、遺跡の広がりや有無を把握する試掘確認調査でございます。この調査区域位置図に番号が

記載しておりますけれど、37カ所試掘調査するものでございます。調査期間につきましては、

28年12月から29年２月を予定しております。 

 以上、概略を説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○中央図書館長（三宅康栄君） それでは、中央図書館のほうから、赤磐市立図書館のサマー

タイムの実施の報告について御報告させていただきます。 

 資料のほうは４ページをごらんください。 

 サマータイム、全ての図書館で朝の開館を１時間早め朝９時から、そして中央図書館のみ夕

方の閉館を１時間おくらせ夕方７時までとしました。これは昨年度の試行と同じですが、昨年

度はサマータイム期間を７月から９月までの３カ月で行わせていただいたのに対し、利用者の

声も参考にさせていただき、本年度は６月から８月までの３カ月で実施させていただきまし

た。 

 それでは、資料４ページをごらんください。 

 実施の結果、御報告をさせていただきます。 

 まず、そちらで実施結果とございます①、②、③と３項目にしております。 

 ①は実施期間中の来館者の人数になっております。また、②はその割合となっております。 

 ここでは①、②で御説明させていただきます。 
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 中央図書館につきましては、①の来館者数では昨年度に比べ、サマータイムの周知ができた

のか、延長時間に多くの方に御利用いただきました。 

 続きまして、②こちらのほうは割合になります。８月の御利用が突出しており、１カ月間の

割合では全体の15.4％の方が延長時間を御利用くださいました。３カ月通しても夕方より早朝

の利用が多く、厳しい暑さの日々が続きましたので、涼しい午前中に来館される方が多かった

と推測されます。 

 地区館のほうでは、特に吉井図書館が大きく伸びております。吉井図書館、８月は全体の

14.6％もの方が早朝の開館を御利用くださいました。 

 また、③５ページ、６ページのグラフ、こちらはサマータイム期間中の貸出利用の状況を１

時間ごとにまとめたものです。見にくくて申しわけありませんが、色の濃い棒が昨年度、薄い

色の棒が本年度になっております。各館の時間帯別の状況が見ていただけるかと思いますの

で、またお目通しください。 

 ことしも３カ月のサマータイム期間を終えることができ、昨年度に比べ各館サマータイムの

周知もできておおむね有効に御利用いただけたのではないかと考えております。暮らしに役立

つ図書館の実現を目指し、今回の結果もこれからの運営に反映させていただきたいと考えてお

ります。 

 以上でサマータイムの報告を終わらせていただきます。 

 なお、済みません、もう一件、８月のこの委員会で御質問いただいておりました映画「種ま

く旅人」の１作目、２作目の貸出用ＤＶＤについて、遅くなりましたが、御報告をさせていた

だきます。 

 この２つの作品につきましては、図書館で利用をするための著作権の処理についてお願いを

しておりました。メーカーのほうから図書館内での視聴のみを許可するということになり、資

料のほうは間もなく図書館に入ってくる見込みでございます。しっかりこの件を市民の方にＰ

Ｒさせていただき、お時間の許されるときに図書館に御来館いただき、ゆっくり御鑑賞いただ

けたらと考えております。 

 以上２件、図書館のほうから御報告させていただきました。 

○委員長（北川勝義君） 教育委員会のほうから説明が終わりました。 

 何か皆さん質問がありますか。 

○副委員長（佐々木雄司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 館長、今「種まく旅人」１、２のＤＶＤ、著作権の許可をいた

だいた。市民の方々にしっかりと広報していきたいというのは、うちの赤磐市は何の関係があ

るんですか、１、２関係ないじゃないですか。ほかの書物と同じようにすればいいだけのこと

じゃないんですか、何か特別扱いする理由があるんですか。 
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○中央図書館長（三宅康栄君） 今回３作目ということで、１作目、２作目も市民の方に見て

いただくことで、より３作目に関心をお持ちいただけたらと考えております。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 吉井の図書館でも見れるん。 

○中央図書館長（三宅康栄君） はい、同じような形で見えるようにさせていただきます。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 １つ、こりゃもうええんじゃけど、斎富の南方地区の圃場整備のときの試掘の分じゃけど、

どっか道が、計画をいこうかというような道があるんじゃろ。ここは道はねえんかな。こりゃ

掘削だけかな。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 道がつくとかじゃねえんじゃな、全然。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） とりあえず圃場整備するのに遺跡が…

…。 

○委員長（北川勝義君） みなエリアになっとる、どこまでがなるん、これエリアになっとる

皆。番号打っとるところ。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） ここの色をつけとるところが施工範囲と

いうことで……。 

○委員長（北川勝義君） 違う違う、大きゅう丸しとるが、ヒョウタンみたいに丸しとるが、

斎富遺跡のところやこしとろう。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） こちらの凡例に書いとんですけど、埋蔵

文化財の包蔵地ということで、一応丸をしとるところがこの辺があるんかなということで。 

○委員長（北川勝義君） 丸をしとんのがあって、施工範囲というのは全体がという意味じゃ

な。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） はい。色をつけとるところで。 

○委員長（北川勝義君） 一番上のところは飛んどろう、中池というんか、中池南、ここらも

入るんじゃな。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） それで、２、３ということで試掘させて

いただくということで。 

○委員長（北川勝義君） おもしれえやり方じゃな、これ。それで、またこれは何かでもやる

んかな。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 現地説明ですか。 

○委員長（北川勝義君） うん、それ皆やったり、それやるん。 
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○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 一応試掘をさせていただいて、かなり大

きい遺跡等が判明した場合に圃場整備……。 

○委員長（北川勝義君） 困るんじゃねえんかな、圃場整備するの……。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） があるかないかというの、その前の調査

なんで、またその節には。 

○委員長（北川勝義君） 圃場整備するとこはどこで。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 今の色をつけとる。 

○委員長（北川勝義君） この中池のところ、あそこもするんじゃな、飛び地で。それでここ

を別途見ちゃったらでえれえ出たら困るで。28番、６番、７番やこせんでもええような気がす

る。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） ここの下に書いてありますとおり、今後

の進展により変更となる可能性ということで、状況に応じながらさせていただくということ

で。 

○委員長（北川勝義君） 37カ所じゃろ。少のうてもええんじゃねえかと。箇所というのはこ

んだけいかにゃいけんのんかな。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 今のところは。 

○委員長（北川勝義君） はい、わかりました。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと市長、教育長もあれじゃけど、何かこれが足かせになるよ

うな気がしてな、開発にしても何にしても。 

○委員（下山哲司君） １つ聞いてもええ、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 調査費用はこれは全部県。 

○委員長（北川勝義君） 100万円だけ、100万円だけ、100万円、国庫事業。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 済みません、よろしいでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） ここの事業費に287万2,000円あるんです

けど、そのうち国庫補助が100万円いただけるということで。 

○委員長（北川勝義君） あとは市じゃろ。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 市です。 

○委員（下山哲司君） 市は要らんのじゃろ。 

○委員長（北川勝義君） 市じゃ。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 市です。 

○委員（下山哲司君） 市で払わにゃいけんのん。 
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○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） はい。 

○委員（下山哲司君） 遺跡は県の財産じゃねえん。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 一応試掘ということで、そこにされる場

合のところの業者に負担したら公正な調査ができないということで、市が試掘だけはさせてい

ただくということでございます。 

○委員長（北川勝義君） 例えばダイハツのときあったような話じゃねえけど、もしここでで

えれえのが出たら大変なことになろうな、行政が、圃場整備するのは。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） そうです。 

○委員（下山哲司君） 僕が勘違いしとったんじゃけど、委員長。 

 あれに関しては全部国、県が出してくれるもんじゃと思うて。 

○委員長（北川勝義君） 試掘のか。 

○委員（下山哲司君） ずっと思い込んどったんじゃけど、私が間違うとんかな。 

○委員長（北川勝義君） ３分２ぐらいは大体市町村が出したな。 

○委員（下山哲司君） 持っていき方で違うんじゃねえんかな。 

○委員長（北川勝義君） 土井課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） その辺はまた研究させていただきます。 

○委員長（北川勝義君） 研究させる訳には……。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 済みません、今のところ……。 

○委員（下山哲司君） 僕の認識が間違うとるか、やり方が間違うとるか確認はしてほしい。

よろしく。 

○委員長（北川勝義君） もっと少のうしてほしいな、試掘を。これもし、イフな話じゃけ

ど、出てくる、必ず、重要なもんじゃねえけど、そこそこ出てきたらやる方の責任になるんじ

ゃろ。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） そうです。 

○委員長（北川勝義君） やめるというわけにいかんのんじゃろう。圃場整備しょうて出たら

困るなと思うて、こういうときに少々市長や教育長、目つぶれというわけにはいかまあけど。

今後のええ場所もあるけど。日本中どこ掘っても遺跡じゃろ、ほんまの話が。 

 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで終わりたいと思います。 

 それでは続きまして、消防本部のほうお願いします。 

○消防本部消防総務課長（井元官史君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○消防本部消防総務課長（井元官史君） 消防本部より、お手元の資料の１ページのほうをお
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開きください。 

 平成28年度秋季火災予防運動行事について説明をさせていただきます。 

 11月９日の月曜日から11月15日の日曜日まで平成28年度秋季全国火災予防運動が実施されま

す。当赤磐市消防本部におきましても、お手元の資料のとおり、平成28年秋季火災予防運動行

事実施表にありますとおり、期間の前後を含めまして16事業の事業を計画させていただいてお

ります。 

 主な事業としましては、11月９日水曜日に幼年消防クラブ員によります防火パレード、11月

７日月曜日に株式会社キャットアイにて公開消防訓練などを予定させていただいております。 

 各事業におきましても、火災予防を目的として積極的に取り組みを行ってまいりたいと考え

ております。 

 消防本部からは以上になります。 

○委員長（北川勝義君） 消防本部のほうから説明がありました。 

 何か皆さん質問はありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで終わりたいと思います。 

 その他について何かありますか。 

 執行部のほうありますか。 

 ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、１点、確認をさせてください。きょうどうこうじゃあり

ません。 

 総務のほうではねんかもしれんのですけど、岡山県赤磐市地域おこし協力隊ということで、

三雲さんが書いております。今副委員長から名刺もろうたんですけど、いろいろ書いとって取

締役というてなっとる、いつ取締役になったん、総括部長って何か、特産館アグリ運営委員じ

ゃとか、いろいろあって頑張ってくれようるというのは認めておりますけど、取締役になった

というんが、これええんかなと思うて、それ１点。ワインというたら産業の関係ですけど。 

 それから、名刺の裏、有限会社エム・ツー、各種貿易、雑貨卸入れ、経営コンサルティン

グ、オレンジ洗剤製造販売、会長三雲弘和、岡山営業所で福田の822－１Ａ－202、サンコーポ

ラスじゃと思うんじゃ、大東建託の。この裏は個人がこれを出されるんなら、会長で出される

んじゃったらええけど、協力隊の方が裏へこうつけて出されたんじゃ、ちょっとおもしろね

え。うちが商売人、何かおかしい。うちが管轄になるんかどうか、その他で。これどういうこ

っちゃろうかなと今思うたんじゃけど。 

○委員（下山哲司君） 名刺の使い分けをせえというて指導しときゃええが。 

○委員長（北川勝義君） こんなことをされたら、おめえ、協力隊で会長やこうやられたらお
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かしいんじゃねえん、これは。市長が社長じゃわな、許可したんかな、見せてあげようか。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、市長。 

○市長（友實武則君） 是里ワイン醸造場については私が社長をしておりまして、この三雲さ

んが取締役に就任ということは株主総会等で承認を得て就任していただいております。ですの

で、これについては協力隊の身分をもって取締役に就任することについては、それぞれ法令等

を調査しましたけども、支障は特にはございません。その他の役に就任しているのは、私の知

らないところでございますので、この名刺に記載する場合、注意をするよう指導はさせていた

だきます。 

 以上です。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 名刺を見ましたら地域おこし協力隊の名刺なんですよ。地域お

こし協力隊の名刺、これは行政がつくっていただいてる、御本人が勝手につくっていただいて

るものなんですか、どっちと思われるんでしょう。どなたが答えていただけるんですか、地域

おこし協力隊の範囲です。地域おこし協力隊うちじゃなかった。産建、うちじゃないの。 

○委員長（北川勝義君） おかしかろう。こりゃおかしい。 

○委員（下山哲司君） 事業の問題じゃねえから、行政運営の問題じゃから。 

○副委員長（佐々木雄司君） もうちょっといいですか。結局何を言わんとしょうるかという

たら、うちの赤磐市のお金で名刺をつくっていただいてる、あるいはうちの赤磐市の肩書でお

やりになられて名刺をおつくりになられていらっしゃるんであれば、民間企業の個人がおつき

になられている名刺を裏にお書きになられるっていうのはどうなのかなと。多分三雲さんどち

らからかうちの赤磐市に来ていただいてるんだと思うんですが、当然ながらうちのほうでお宿

といいますか、お家のほうは用意してるんですよね。多分福田というところがうちのほうで用

意させていただいてるお宿なのでありましたら、うちの赤磐市行政が提供しているお宿を民間

企業の営業所として住所を書いていただいていいんですか。どうなんですかね、そこら辺の考

え方っていうのは。 

○委員長（北川勝義君） 所管じゃのうても。所管じゃねえとか、僕は所管じゃねえと思よう

たけえ、協力隊、こんなもん名刺に出してしてもらうようになっとらん。悪いけど、会社の社

長が……。 

○委員（下山哲司君） パソコンでつくっとん。 

○委員長（北川勝義君） パソコンじゃ。パソコンであろうと何であろうとこういうなんは、

僕は前もろうたときはこれじゃなかった、来たばあのときに。またこれつくってせられるのは

ええけど、頑張ってくりょんもええけど、はっきり言わせてもらやあ、このことでいろいろも
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めて去年の収穫祭ももめて是里はいろいろあった。下山さんは飲まなんで、わしはずっとビー

ル飲みょうたけどな。協力できんというて、ごちゃごちゃ言われなというて飲んで、結果、車

も代行してもろうて帰ったんじゃけど、送るけん北さんおれえというて飲んでしたんじゃけ

ど、誤解を招いたりするようなことはせんほうがええと思うわけ。彼が悪いけど、何でも自由

なけど、これだけは市長、早急に注意、下山さん言うたように注意しちゃってくだせえ。 

○委員（下山哲司君） 名刺を２枚別に出すのはええんじゃから、使い分けしてもらやあえ

え。 

○委員長（北川勝義君） 別に使い分けしてもらうのは、協力隊で入れたらおかしいと思うん

で。総務部長か総合政策部長か知らんけど、指導しちゃってください。 

○委員（下山哲司君） 行政を知らん人いうのは当たり前に思うてするんじゃから、行政がか

かわった以上は行政としての心得を持ってもらうように指導するのは市長の仕事じゃが。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） さっきから僕はお尋ねをしているんですが、市長、覚えていた

だいてる範囲でいいんですが、赤磐市福田882－１－Ａ－202というのはうちの赤磐市で地域お

こし協力隊の方の住居として設けているものですか。 

○委員長（北川勝義君） 奥田吉男君。 

おめえ知っとろう、産業じゃけん。 

○副委員長（佐々木雄司君） 支所長、おわかりになるんであれば支所長答えていただいても

いいんですけど。 

○委員長（北川勝義君） 荒島支所長。 

○吉井支所長兼市民生活課長（荒島正弘君） 福田の大東建託じゃなしに、もう一個の……。 

○委員長（北川勝義君） コーポラス。 

○吉井支所長兼市民生活課長（荒島正弘君） そこでうちが与えとる住宅です。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○副委員長（佐々木雄司君） うちの貸し与えてる住宅を岡山営業所として利用していただい

ていいんですか、市長。市長に聞いてます、いいんですか悪いんですか、これ。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木さんが今言ようることを指導するというて言われたんじゃけ

ん、名刺へこういうことはせんように、市長。佐々木さんの言ようることは正論を言よんじゃ

から、僕が吉井町から赤磐市からしてもろうた住むところへ僕が何とか営業所というて、そん

なことはできることわけはねえわ、非常識過ぎるわ。個人で来て下山さんに使われとったんじ

ゃというたら勝手に、ええわ。あんたら知るまあ、市長、許可してねえでしょ。 

○委員（下山哲司君） 名刺だけのことじゃから指導してもろたらええが。 

○委員長（北川勝義君） よそへ出るからな。 
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 市長。 

○副委員長（佐々木雄司君） 取引実績があるんなら大変なことですよ、この会社で。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） 済みません、この裏面については承知しているところではございませ

ん。 

○委員長（北川勝義君） 指導してください、ぴちっと。 

○副委員長（佐々木雄司君） 指導じゃなくて。 

○委員長（北川勝義君） 調査、指導でもええわ、それ以外にできんわ。もう佐々木さん、そ

れ以上はできんから。 

○副委員長（佐々木雄司君） 委員長、済みません。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 調査して内容をまた教えていただきたいと思います。それを僕

のほうから言いたいんです。僕のほうから言わせてください。で、調査していただきたいと。

何で調査していただきたいのかというところの認識もついでに同時に持っていただきたいんで

すが、取引実績がもしあって取引事故などが起こっていた場合、これ使用者責任になります

よ、当然ながら。 

○委員長（北川勝義君） もうええ、そねえなこと向こうはわかっとるからええ。 

○副委員長（佐々木雄司君） だから調査してどういう内容なのか教えてほしいということな

んで、責任問題です、これは。 

○委員長（北川勝義君） 市長、さっき言うたように調査して指導、調査してくださいという

ことよ、報告をあえてしてください。よろしくお願いします。 

 他にありませんか。 

○副委員長（佐々木雄司君） あります。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 先般、防災無線の運用のことで担当課長のほうとお話をさせて

いただいたんですが、熊山のほうで行方不明者がお出になられて何日か後かにお亡くなりにな

った形で見つかったという御報告を担当課長のほうからいただいております。このときに、

前々からもそうなんですが、行方不明になられた原因というのは何なんですかということを市

役所のほうにお尋ねをした際に、警察のほうからそういう詳しい話は聞いておりませんという

ことをおっしゃられるわけです。詳しい話を聞かずに防災無線でじゃあこういうふうにしてく

ださいということを言われたときに、簡単に、はいはい、じゃあそうしましょうということが

行政の責任上、管理責任としてそんなことあり得るのかなと僕は思ったりしてまして、そこら

辺の運用というのはどうなってるのか。今回人１人亡くなってますから。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと佐々木さんが言ようられるけど、防災無線というのは水害
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であるとか、台風であるとかというたり、それからもちろん人がおらんなったり、その中には

情報を提供するんで吉井じゃったら誕生とか死亡やって皆さんに広報しょん。やりとうねえ人

は死亡も出してくれなと、山陽新聞でも出してえ人は出してくれえと、出してえというたらお

えん、というのはあるんで。それから、今警察から言よんのは防災関係でやって行政無線じゃ

から、今言うのは警察のほうがこういうことで探してくれとか、捜索願い出たとか、それから

市のほうへおらんからというて、子供がおらんなったけんどうしょうかというてというのは僕

は出されりゃええと思うんじゃけど、その中で佐々木さんが言われた一々理由を、議会じゃか

ら議員が、理由をどうのというて聞く、詮索する必要はねえと思うとるというのは一つ、そこ

だけは留意してもらわなんだらいけんと思う。 

○副委員長（佐々木雄司君） 委員長、いいですか。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） まさにそのとおりなんです。私がお尋ねして答えられなかった

から何だっていう話ではなくて、行政自体が警察のほうから詳しい話は聞いてないんだという

ところに私は問題が……。 

○委員長（北川勝義君） 聞いてねえことはなかろう。 

○副委員長（佐々木雄司君） 聞いてるけども、答えられないので答えられませんと言うてい

ただけるんであればわかるんですけど、聞いてないんだっておっしゃられるんですから、聞い

てねえっておかしいじゃないですかっていう話をしてるんですが、これ聞いてるんですか、聞

いてないんですか、実際のところ。 

○委員長（北川勝義君） 中川課長待たれえ。いろいろの行方不明やこうが出たときには、子

供が何時に帰ってこんとかというたりするのは全部了承を得て理由も何ぼか聞いて出しょんで

しょ。何も聞かずに警察がこれを放送してくれ、こういうて言うけえ、じゃねえんでしょ。 

○委員（下山哲司君） 一言だけ言うとくわ。 

○委員長（北川勝義君） 下山さん。 

○委員（下山哲司君） 問題なのは何かというたら、最初におらんなったときに放送しとんじ

ゃから、終結時点で放送してないんよな、今回は多分。僕聞いてないんじゃ、みんな聞いてね

えと言うから。最初におらんなったというのは放送しとろ。終結の放送した。 

○委員長（北川勝義君） したんじゃろ。 

○委員（下山哲司君） した。 

○委員（松田 勲君） 聞いたよ。 

○委員（下山哲司君） 本当。 

○委員長（北川勝義君） 僕らは聞いてねえけどしたというて言ようた。 

○委員（下山哲司君） 聞こえた、ほんならええけど。最初の話があった人の中ではどうなっ

たんじゃろうなというて、わしはわからんと言うたんじゃけど、きちっとやったんじゃな。済
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みません。 

○委員長（北川勝義君） それも踏まえて。 

 はい、中川課長。 

○くらし安全課長（中川裕敏君） まず、警察からの詳しい話を聞いていないという件です

が、これにつきましては警察のほうに原因等を市のほうから聞いております。その際に捜査上

の件があるので、述べれるのは捜索してほしいと、誰々がこういう形でいなくなったので、そ

の捜索を出してほしいと。それで、その際に市としては、関係者、親族であるとかの了承を得

てるかという確認をして、それをとったという裏がとれれば、裏というか警察からそういうふ

うに……。 

○委員長（北川勝義君） 中川課長、そねえなことは聞きょうらんのよ。佐々木副委員長が言

よんのは、市へそれを確認したら何も聞いてねえけんというて言うたと。聞いとんじゃけど捜

査上ありますから答えれませんと言うたんじゃったらそれでよろしいと言よん、彼は、僕と同

じこと。そうじゃねえ、聞いとらんと言うけん、そりゃどんなんならと、もし間違うとんじゃ

ったらそういう報告をしとるのは聞いてねえというて何も聞かずにと言うたんじゃったらお断

りすりゃええし、これから気をつける、そこのとこはっきり、それだけ言うて、長うわけのわ

からんやつはおえん。 

○副委員長（佐々木雄司君） 委員長、いいですか、ごめんなさい。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 今の補足であります。聞いたか聞いてないかではない、内容の

把握ができてるんですか、できてないんですかということを聞いてるわけですよ。 

○委員長（北川勝義君） それを報告するのは別で。 

○副委員長（佐々木雄司君） こちらに伝える伝えないというのは別にしまして、市役所のほ

うとしてはお尋ねしたけども教えてくれなかったんですよという姿勢ではなくて、内容をちゃ

んと把握した上でちゃんと協力をしていらっしゃるんですかと。国民の預かりし財産をちゃん

と管理、運営されとんですかということを言ようるわけです。 

○委員長（北川勝義君） 中川課長。 

○くらし安全課長（中川裕敏君） 内容の把握につきましては、どこでいつごろ……。 

○委員長（北川勝義君） じゃけえ内容の把握をしとるかしてねえか聞いとるかというたら…

…。 

○くらし安全課長（中川裕敏君） 把握をしております。そこまでをうちとしては把握した状

態で放送のほうをかけさせていただいておりますので。それ以上の詳しいことは聞いておりま

せん。 

○委員長（北川勝義君） じゃからそれじゃったら、間違うとんなら佐々木さんに対しても、

今後すると言うときゃええんじゃがな。そねん言わにゃあおえんがな、断りして言わなんだ
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ら。何もなかって、それを言よんじゃが、聞いてねえというて。内容を教え言よんじゃねえん

じゃ、もうええ。佐々木さんもうええっちゃ、同じこと。中川もしぶてえ、おめえしつけえ。

自分の２人が悪かったら今後気をつけると言うてもらわにゃおえんというて。把握はしとんじ

ゃ、把握ええんじゃから。またそれをそうじゃねえ、ああじゃこうじゃというたら、またこっ

ちが手を挙げて２人でずっとやってくれ、わしは帰るけえ、２人で。 

 中川課長。 

○くらし安全課長（中川裕敏君） 済みません、当時電話をいただいたときに把握をしていな

いような、情報として与えたような間違った言い方をしたことにつきましては、申しわけござ

いませんでした。今後気をつけます。 

○委員長（北川勝義君） はい、よろしい。よろしいな。 

○くらし安全課長（中川裕敏君） それと、終結の放送についてでございますが、今回の放送

につきましては、山陽、赤坂、熊山の３地区ということで依頼を受けておりましたので、吉井

地区には放送してませんでしたので、もしかすると聞き逃しというか……。 

○委員（下山哲司君） 放送してねんじゃろう。 

○委員長（北川勝義君） 下山さんよろしいな、佐々木さんよろしい。 

 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 教育委員会どうなんですか。今まで教育委員会も子供がいなく

なったということについてどうしたんですかということをお尋ねしたら、それは聞いておりま

せんというお返事だったんで、教育委員会も実は警察のほうからちゃんと内容のほうは説明を

聞いていたけども、私からの問い合わせ等々に関しても実は聞いてないんだということでうそ

をついたということですか。 

○学校教育課長（石原順子君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 石原課長。 

○学校教育課長（石原順子君） 児童・生徒の行方不明事案につきましては、必ずこちらにも

情報が入っております。また、保護者であるとか、警察……。 

○委員長（北川勝義君） じゃけん石原さん、そりゃええから、何遍も同じことじゃ。佐々木

君はわしには教えなんだ、ちばけとるというて言よんじゃけえ、違うんなら違う、うそか本当

か、断りするかしんせえ言よんじゃ、それで終わるんじゃ。 

○学校教育課長（石原順子君） わかりました。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木さんが間違いじゃと私は言うとんじゃと言われえよ、そり

ゃ。 

○学校教育課長（石原順子君） 把握はしております。もしそのような発言をしたのでありま

したら、今後は気をつけて対応したいと思います。済みませんでした。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長、１つだけ。 
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○委員長（北川勝義君） もうええって。 

 下山さん。 

○委員（下山哲司君） 終結というて吉井はせなんだ言うてくれなんだらおかしい、10人が

10人聞いてねえと言うのに、吉井地域の者が。吉井地域は向こうの都合でせなんだら、せなん

だ言うてくれなんだら、後から言うようなことじゃいけんが。わしが聞いたときに答えてくれ

にゃ、それがあんたの仕事じゃろ。その辺がてれこせんように、最初から議員やこう手玉にと

るぐらいしゃべりゃええんじゃ、遠慮せずに。それでしてください。 

○委員長（北川勝義君） 直原平君みてえにな。 

 それでは、その他もないようなので、以上で終わりたいと思います。 

 閉会に当たり、杉山教育長のほうから御挨拶いただきたいと思います。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山高志君） 本日は長時間にわたりまして、各部からの事業の進捗状況、あるい

はまたその他につきまして貴重な御意見をいただきました。しっかり検討して臨みたいと思い

ます。また、私たち執行部もわかりやすい資料、わかりやすい説明に心がけてまいります。本

日はまことにありがとうございました。 

○副委員長（佐々木雄司君） 毎回言よんのに同じこと、改善されんのんじゃ。うんうんじゃ

ねえ。 

○委員長（北川勝義君） 皆さん大変御苦労さまでした。長時間にわたりまして、昼食の時間

も過ぎましたが御協力ありがとうございました。 

 これで第11回の総務文教常任委員会を終わりたいと思います。 

 御苦労さまでした。 

              午後１時５分 閉会 

 


